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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景と目的 

本市は、平成 18 年度（2006 年度）～平成 25 年度（2013 年度）を計画期間とする「第１

期久留米市障害者計画」（以下、「第１期計画」という。）、平成 26 年度（2014 年度）～平成

29 年度（2017 年度）を計画期間とする「第２期久留米市障害者計画」、平成 30 年度（2018

年度）～平成 35 年度（2023 年度）を計画期間とする「第３期久留米市障害者計画」（以下、

「第３期計画」という。）に基づき、市民や地域の関係機関等と協議・連携しながら、障害者福祉の推

進に取り組んできました。 

この間、障害者を取り巻く社会環境は大きく変化し、国では、平成 19 年度（2007 年度）に署名

した「障害者の権利に関する条約（以下、「障害者権利条約」という。）」の批准に向け、平成 21 年

度（2009 年度）から当面 5 年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置づけ、「障害者基

本法」をはじめ、障害者基本法の概念を具体化する重要な法律を相次いで成立・改正し、障害者福

祉施策全体の向上を図っています。 

平成 23 年８月に改正された障害者基本法においては、障害のある人とない人の地域社会におけ

る共生、障害者に対する差別の禁止等が新たに規定されるとともに、教育・雇用・各種バリアフリー等の

各分野に関する規定が改正・新設されました。 

また、この動きと並行して平成 18 年４月から施行された「障害者自立支援法」は、その後さまざまな

議論を経て、平成 25 年４月に難病等の方を含む障害者の範囲の拡大をはじめとした制度改正を含

む「障害者総合支援法」に改められました。 

さらには、平成 24 年 10 月には障害者虐待防止法、平成 25 年４月には障害者優先調達推進

法、平成 28年４月には障害者差別解消法が施行されました。 

本計画は、こうした障害者を取り巻く様々な社会環境の変化や、本市の第３期計画の取組状況等

を踏まえ、障害者基本法が目的とする「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向け、障害者の自立及び社会参加・参

画の支援等に係る各種施策を推進するために策定します。（未定稿） 

第１部 計画の概要 
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２．計画の位置づけ 

●この計画は、障害者基本法（第 11 条）に基づく「市町村障害者計画」として、本市における障

害者のための施策全般に関する基本的な事項を定めた計画です。 

●この計画は、「久留米市新総合計画」をはじめ、「くるめ支え合うプラン」、「久留米市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画」、「くるめ子どもの笑顔プラン」、「健康くるめ 21」などの保健福祉分野

の計画や、教育やまちづくり、人権、防災などのその他の関連分野の計画等と整合性を図って策定

しました。 

 

（１）他の計画との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＳＤＧｓの理念との整合 

国際目標である「持続可能な社会の実現を目指すための目標（ＳＤＧｓ）」では、障害福祉分

野の取組目標として、「すべての人に健康と福祉を（Goal3）」「働きがいも経済成長も（Goal8）」

「人や国の不平等をなくそう（Goal10）」が設定されています。 

本計画においても、この目標を念頭に置き、障害者福祉にかかる取り組みを推進していきます。 

 

 

そ
の
他
の
関
連
計
画 

久
留
米
市
男
女
共
同
参
画
行
動
計
画 

久留米市人権教育・啓発基本指針 
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３．計画の期間 

この計画は、長期的かつ継続的な展望を視野に入れつつも、国の「障害者計画（第５次）」（計

画期間：令和５年度（2023 年度）～令和９年度（2027 年度））や本市の障害福祉計画な

どの関連計画の計画期間を踏まえるとともに、社会情勢や法制度改正への対応を考慮し、令和６年

度（2024年度）～令和 11年度（2029年度）までの６年間を計画期間とします。 

 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 
                        

久留米市障害者計画 
（第 3 期計画） 
【H30－Ｒ5】 

久留米市障害者計画 
（第 4 期計画） 
【R6－Ｒ11】 

                        

久留米市障害福祉計画
（第 5 期計画） 

久留米市障害児福祉計画 
（第 1 期計画） 
【H30－Ｒ2】 

久留米市障害福祉計画 
（第 6 期計画） 

久留米市障害児福祉計画 
（第 2 期計画） 
【Ｒ3－Ｒ5】 

久留米市障害福祉計画
（第 7 期計画） 

久留米市障害児福祉計画 
（第 3 期計画） 
【R6－Ｒ8】 

久留米市障害福祉計画 
（第８期計画） 

久留米市障害児福祉計画 
（第４期計画） 
【R9-R11】 
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４．計画策定の体制と過程 

（１）計画の策定体制 

◆この計画は、本市の障害者支援等について検討・協議を行う「久留米市障害者地域生活支援

協議会」を設置し、計画内容等について、当事者・関係者の意見を反映できるよう努めました。 

◆また、庁内の検討組織として「久留米市障害者計画等策定推進会議」等を設置し、久留米市障

害者地域生活支援協議会の協議内容等も踏まえて、関係部局間の調整を行いました。 

◆なお、計画策定にあたっては、アンケート方式による障害者(児)生活実態調査をはじめ、関係団

体へのインタビュー調査やアンケート調査、市民説明会、パブリック・コメントにより、障害者やその家

族などの当事者、支援者、その他の市民の意見の反映に努めました。 

 

（２）当事者・市民意見の反映手法 

① 障害者(児)生活実態調査 

障害者の生活の現状やニーズを把握し、計画策定の基礎資料とするため、令和４年（2022 年）

12 月～令和５年（2023 年）1 月に、身体・知的・精神障害者（児）、難病患者、発達の面で

支援が必要と思われる子どもを持つ保護者を対象とした 3種類のアンケート調査を実施しました。 

 

② 関係団体等への実態調査 

障害者(児)生活実態調査を補完する調査として、身体・知的・精神・発達障害の当事者団体及び

障害者の地域生活に関わりが深い生活関連事業団体（交通、就労支援機関など）へのインタビュー

調査を実施しました。 

 

③ 重層的支援会議（重層的な支援体制の構築を考える会） 

令和 5 年（2023 年）11 月 22 日（水）に本計画に関する重層的支援会議（重層的な支援

体制の構築を考える会）を開催しました。会議では、障害者(児)生活実態調査の結果や第３期計

画の進捗状況・課題、本計画の骨子などを報告しました。 

 

④ 市民説明会（予定） 

令和 6年（2024年）1月 10日（水）、 12 日（金）、13 日（土）に本計画に関する市

民説明会を開催しました。説明会では、障害者(児)生活実態調査の結果や第３期計画の進捗状

況・課題、本計画の素案などを報告しました。 

 

⑤ パブリック・コメント（予定） 

令和 5 年（2023 年）１2 月 18 日（月）から令和 6 年（2024 年）1月 18 日（木）まで

の間、計画素案を公表し意見を聴取する「市民意見提出手続（パブリック・コメント）」を実施しました。 
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【計画の策定体制および策定過程】 

 

   
策定体制 当事者、市民意見の反映 

庁
外
組
織 

  

庁
内
組
織 

  

久留米市 

  

障害者地域生活支援協議会 

  

  

  

  

障害者計画等策定推進会議 
（副市長・関係部長級）   

   障害者計画等策定推進担当者会議   
（関係課担当者） 

  意見・評価   
  

提案   

   障害者計画等策定推進調整会議   
（関係次長級）   

障害者(児)生活実態調査 
（身体･知的･精神障害者(児)、難病患者、発達障害児、 

  

約 4,600人対象の郵送アンケート調査） 

  
関係団体等への実態調査 

（当事者団体へのインタビュー調査、難病等当事者 
団体・生活関連事業団体への郵送アンケート調査） 

  

市民説明会 
  

パブリック・コメント 
  

  

重層的支援会議 
（重層的な支援体制の構築を考える会） 
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第２章 障害者を取り巻く現状 

１．障害者に関わる法制度の動向 

わが国は、平成 21 年（2009 年）12 月、内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置し、当

面５年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置づけ、障害者権利条約の締結に必要な国

内法の整備をはじめとする障害者関連制度の改革を推進してきました。 

特に、平成 23 年（2011 年）の障害者基本法の改正においては、日常生活または社会生活に

おいて障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるという、いわゆる「社会モデル」に基

づく障害者の概念や、障害者権利条約で示されている「合理的配慮」の概念が盛り込まれるなど、新た

な障害者福祉施策の推進に向けた基本方針が整理されました。その後、基本法の内容を具体化する

ための関連法の成立やニッポン一億総活躍プランの閣議決定、基本法に基づく国の基本計画が策定さ

れています。 

その後、平成 30 年（2018 年）には障害者総合支援法及び児童福祉法が改正され、障害児の

サービス提供体制の計画的な構築が義務付けられました。また、令和３年（2021 年）には、障害者

差別解消法の改正、医療的ケア児支援法の施行、令和４年（2022 年）には、障害者情報アクセ

シビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行、精神保健福祉法の改正など新たな障害者支援施策

を盛り込んだ法の施行・改正が進められています。 

 

【図表 障害者福祉施策に関わる主な動向】 

時期 事  項 概  要 

H19.  9 障害者権利条約に署名 障害者に関する初めての国際条約 

H21.12 障がい者制度改革推進本部の設置 障害者制度改革に向けた取組の開始 

H23.  6 障害者虐待防止法の成立 虐待の定義、防止策を明記 

H23.  7 障害者基本法の改正 
障害者の定義の見直し、「合理的配慮」の概念
や「差別禁止」の明記 

H24.  6 障害者総合支援法の成立 
障害者自立支援法の見直し、障害への難病追
加、制度の谷間の解消 

〃 障害者優先調達推進法の成立 障害者就労施設などへの物品等の需要の増進 

H24.10 障害者虐待防止法の施行  

H25.  4 障害者総合支援法の施行  

〃 障害者優先調達推進法の施行  

H25.  6 障害者差別解消法の成立 
・障害者基本法の差別禁止の概念の具体化 
・障害を理由とする差別的取り扱いの禁止 
・合理的配慮の提供 

〃 障害者雇用促進法の改正 雇用分野における差別禁止の具体化 

H26.  1 障害者権利条約の批准  

H28.  4 障害者差別解消法の施行  

H28.  5 成年後見制度利用促進法の施行 
国において成年後見制度利用促進基本計画の策
定及び成年後見制度利用促進会議等の設置 

H28.  6 
ニッポン一億総活躍プランの閣議
決定 

・障害者、難病患者、がん患者等の活躍支援 
・地域共生社会の実現 

H28.  7 
「我が事・丸ごと」地域共生社会
実現本部の設置 

「我が事・丸ごと」の地域づくり・包括的な支
援体制の整備 

H28.  8 発達障害者支援法の改正 発達障害者支援地域協議会の設置 
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時期 事  項 概  要 

H30.  4 
障害者総合支援法及び児童福祉法
の改正 

・自立生活援助の創設、就労定着支援の創設、
居宅訪問型児童発達支援の創設 

・高齢障害者の介護保険サービスの円滑利用 
・障害児のサービス提供体制の計画的な構築
（「障害児福祉計画」の策定） 

・医療的ケアを要する障害児に対する支援 

H30.  4 改正障害者雇用促進法  

H30. ６   障害者文化活動推進法  

R3.5 障害者差別解消法の改正 

・国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 
・事業者による合理的配慮の提供の義務化 
・障害を理由とする差別を解消するための支援
措置の強化 

R3.９ 医療的ケア児支援法の施行 

・医療的ケア児が在籍する保育所、学校等に対
する支援 

・医療的ケア児及び家族の日常生活における支
援 

・相談体制の整備 

R４.５ 
障害者情報アクセシビリティ・コ
ミュニケーション施策推進法の施
行 

・障害の種類・程度に応じた手段を選択できる
ようにする 

・地域にかかわらず等しく情報取得等ができる
ようにする 

・障害者でない者と同一内容、同一時点で情報
取得できるようにする 

・高度情報通信ネットワークの利用・情報通信
技術の活用 

R4.12 精神保健福祉法の改正 
・地域生活への移行を促進するための措置 
・医療保護入院の見直し 
・入院者訪問支援事業の創設 など 
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２．障害者の動向 

（１）障害者手帳所持者数 （各年度末現在の人数） 

障害者手帳所持者数の推移 （単位：人） 

区分 H30 R1 R2 R3 R4 増加率H30→R4 

身体障害者手帳 12,272  12,190  11,956  11,814  11,578 -5.66% 

療育手帳 2,545 2,594 2,691 2,751 2,886 13.40% 

精神障害者保健福祉手帳 3,054 3,437 3,519 3,966 4,161 36.25% 

計 19,889  20,240  20,186  20,552  20,647 3.81% 

 

（２）身体障害者の状況  

身体障害者手帳所持者数（等級別） （単位：人） 

等級 H30 R1 R2 R3 R4 （構成比） 増加率H30→R4 

1級 3,982  3,981  3,968  3,878  3,797  (33%) -4.65% 

2級 1,859  1,807  1,772  1,740  1,700  (15%) -8.55% 

3級 1,738  1,747  1,687  1,703  1,674  (14%) -3.68% 

4級 2,897  2,868  2,776  2,726  2,673  (23%) -7.73% 

5級 907  882  861  844  812  (7%) -10.47% 

6級 889  905  892  923  922  (8%) 3.71% 

計 12,272  12,190  11,956  11,814  11,578  (100%) -5.66% 

 

身体障害者手帳所持者数（部位別）  （単位：人） 

部位 H30 R1 R2 R3 R4 （構成比） 増加率H30→R4 

視覚障害 818  809  795  782  764  (7%) -6.60% 

聴覚・平衡機能障害 1,212  1,222  1,195  1,200  1,175  (10%) -3.05% 

音声・言語・そしゃく機能障害 133  135  131  126  124  (1%) -6.77% 

肢体不自由 6,513  6,376  6,180  6,044  5,856  (50%) -10.09% 

内部障害 3,596  3,648  3,655  3,662  3,659  (32%) 1.75% 

計 12,272  12,190  11,956  11,814  11,578  (100%) -5.66% 

 

身体障害者手帳の所持者数は、ほぼ横ばいであり、等級別に見ると、重度障害者である 1 級及び 2 級所

持者が約半数を占めており、部位別に見ると、肢体不自由の所持者が半数以上を占めています。 
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（３）知的障害者の状況  

療育手帳所持者数 （単位：人） 

程度 H30 R1 R2 R3 R4 
増加率H30→

R4 

A（最重度・重度） 1,271  1,256  1,283  1,265  1,325  4.25% 

B（中度・軽度） 1,274  1,338  1,408  1,486  1,561  22.53% 

計 2,545  2,594  2,691  2,751  2,886  13.40% 

  

療育手帳の所持者数は、最重度・重度及び中度・軽度ともに緩やかに増加しており、その内訳は、ほぼ均衡

しています。 

 

（４）精神障害者の状況  

精神障害者保健福祉手帳所持者数 （単位：人） 

等級 H30 R1 R2 R3 R4 増加率H30→R4 

1級 198  226  223  214  207  4.55% 

2級 2,116  2,357  2,453  2,765  2,865  35.40% 

3級 740  854  843  987  1,089  47.16% 

計 3,054  3,437  3,519  3,966  4,161  36.25% 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数 （単位：人） 

  H30 R1 R2 R3 R4 増加率H30→R4 

利用人数 6,208  6,679  6,928  6,996  7,423  19.57% 

 

 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療（精神通院医療）受給者数ともに増加しており、手帳の等

級としては、2級所持者が最も多くなっています。 
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（５）難病患者の状況 

特定医療費（指定難病）受給者証所持者数 （単位：人） 

  H30 R1 R2 R3 R4 
増加率 H30→

R4 

利用人数 2,124  2,242  2,511  2,473  2,507  18.03% 

 

特定医療費（指定難病）受給者証所持者の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な疾病（100人以上） 

疾病名 疾患群 
人数

（人） 

パーキンソン病 神経・筋疾患 335 

潰瘍性大腸炎 消化器系疾患 319 

全身性エリテマトーデス 免疫系疾患 153 

後縦靱帯骨化症 骨・関節系疾患 153 

クローン病 消化器系疾患 146 

 

 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数は平成 30 年より増加しています。疾患の種類は、多岐に

渡りますが、神経・筋疾患（パーキンソン病など）や消化器系疾患（潰瘍性大腸炎やクローン病など）の割

合が多くなっています。 

疾患群 人数（人） 構成比 

神経・筋疾患 647 25.8% 

免疫系疾患 536 21.4% 

消化器系疾患 534 21.3% 

骨・関節疾患 275 11.0% 

呼吸器系疾患 125 5.0% 

内分泌系疾患 75 3.0% 

血液系疾患 65 2.6% 

循環器系疾患 54 2.2% 

腎・泌尿器系疾患 53 2.1% 

代謝系疾患 51 2.0% 

皮膚・結合組織疾患 48 1.9% 

視覚疾患 44 1.8% 

染色体・遺伝子異常 0 0.0% 

聴覚・平衡機能疾患 0 0.0% 

計 2,507  100% 
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３．障害者(児)生活実態調査などからみた現状 

（１）障害者への理解・差別の現状、虐待の現状 

◆差別的な取扱いを受けたり、いやな思いをしたりしたことがあるかについて、身体障害者、知的障害

者、精神障害者では『ある』の割合が２割を占めており、知的障害者、精神障害者、発達障害の

人では３割を超えています。 

◆虐待を受けた経験の割合は、精神障害者、自立支援医療制度利用者では、１割を超えていま

す。虐待を受けた相手では、「家族・親類(59.6%)」が挙げられています。 

   ◆差別に関する相談先は「家族・親族（45.9％）」の割合が最も高く、次いで「市役所・久留米市

保健所（17.3％）」の割合、「友人・知人、近所の人（16.3％）」の割合となっています。 

 

（２）災害に関する現状 

◆災害などの時に備えをしている人は、全体では「用意していない（75.8％）」の割合が高いものの、

前回調査に比べ備えをしている人（15.4％）の割合が高くなっています。 

◆自宅から避難所までの自力での避難については、知的障害者は「できないと思う(49.1%)」の割

合が半数近くを占め、他の障害者に比べ割合が高くなっています。 

◆災害などが起きた場合の心配ごとについては、「正確な情報がなかなか伝わってこない(32.8%)」

の割合が最も高く、次いで「必要な薬が手に入らない、治療を受けられない（27.0％）」、「避難

所で障害にあった対応をしてくれるか心配である（23.3％）」が挙げられています。 

◆避難所への移動や生活に不安を感じ、市の避難所に避難しないと回答した人が一定数います。 

 

（３）子どもの発達支援や教育をめぐる現状 

◆教育に関する要望としては、障害児支援に関わる教職員について、今後さらに障害のことやその支

援に関する知識の習得および専門性の向上といった障害に関する理解向上を望む声が挙げられて

います。 

◆発達面に関する支援で困っていることとしては、「相談、療育、訓練を乳幼児期から学校卒業まで

一貫して行うところ（機関）が市内にない(41.3%)」が高い割合を占めています。また、この「一

貫して行う機関」に望む機能を尋ねたところ、「当事者に関する情報をライフステージに応じて一つに

まとめて管理する機能 (56.8%)」、「支援に関して保育・教育との連携を調整する機能

(52.6%)」の割合が特に高いことから、教育や生活ステージの変化の場面で当事者が負担を感じ

ていることが伺え、ライフステージを通じた支援、保育・教育の連携強化が求められます。 

 

（４）雇用・就労の現状 

◆就労等の状況については、「働いている人(41.1%)」が４割を占めており、仕事のことで悩んでいる

ことや困っていることでは、「収入が少ない(37.0%)」の割合が最も高くなっています。 

◆就労系障害福祉サービス事業所利用者の一般就労の意向では、自立支援医療制度利用者で

は「一般の企業等で、フルタイムで働きたい(22.5%)」の割合が最も高く、他の障害でも『一般の

企業等で働きたい(17.3%)』の割合が高くなっていますが、知的障害者については、「賃金は低く

ても、仕事の内容や量が負担にならない福祉サービス事業所で働き続けたい(27.7%)」が、これを

上回っています。 

◆働いていない人の今後の就労希望については、「就労を望んでいる」が２割を占めており、

そのうち「一般企業等で、フルタイムで働きたい」や「一般企業等で、短時間のパートやアル

バイトとして働きたい」といった、一般企業での就労を望んでいる人が５割となっています。 



12 

（５）障害福祉サービスの現状 

◆身の回りの支援を、主に誰にしてもらっているかについては、「親（24.8％）」や「配偶者

（17.5％）」など家族に支援してもらっている割合が高くなっています。 

◆現在の福祉サービス（ホームヘルパー）の利用時間は、必要な支援に対して十分かについて、「十

分である（48.9％）」の割合が高いものの、「不足している（15.7％）」の割合も一定程度みら

れます。 

◆生活上の困りごとについては、「経済的な不安」の割合が最も高く、次いで「障害や健康上の不安、

悩み」、「将来の生活が不安」となっています。また、親が亡くなった後の生活について不安を感じて

いる人も多くなっています。 

 

（６）地域活動の現状 

◆地域活動への参加状況については、「参加している」の割合が２割に満たない状況にあり、障害者

の多くが地域活動に参加していない現状となっています。 

◆地域で行われる行事や余暇活動に参加しようとした場合に妨げとなることについては、「健康や体

力に自信がない(26.6％)」、「どのような活動が行われているか知らない(26.4％)」、「一緒に活

動する友人・仲間がいない(19.8％)」、「コミュニケーションが難しい(18.3％)」などが挙げられてい

ます。 

 

（７）久留米市のまちづくりの現状 

◆まちづくりにおける様々な分野での取り組みについて、いずれも「重要度」の高さに比べ、「満足度」

が低くなっている。バリアフリー、医療や公共機関の利便性、子育て支援や環境の充実などを「重

要」とする割合が高くなっています。 
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４．第３期計画の進捗と課題 

（１）各施策の評価 

現計画は、「誰もが自分らしく生きがいを持ち支えあいながら安心して暮らし続けられるまちの実現に

向けて」を基本理念とし、その実現に向け、平成３０年度から令和５年度までの６年間、５つの基本

目標を設定し、１５８の施策に取り組んできました。 

ここでは、次期久留米市障害者計画に向けて現計画の実績と評価についてまとめ、久留米市障害

者（児）生活実態調査報告書（以下、「生活実態調査報告書」という）の調査結果について記載

しています。 

なお、進捗状況の評価にあたっては、施策毎の計画期間中の実施状況、課題を含む取組状況を所

管課において総括するとともに、次の４段階の達成度評価基準により評価しています。  

その結果、全体の８割を超える施策でほぼ目標を達成（評価Ｓ・Ａ）できていますが、その一方で

目標達成に至らなかった施策も一部ありました。 

【４段階達成度評価基準】 

達成度評価基準 件数 割合 

達成 

(S･A) 

割合 

Ｓ 
目標を上回った、又は高い成果が得られた 

（100％以上） 
9  5.7％ 

82.3％ 

Ａ 
ほぼ目標は達成した 

（80％～100％） 
121 76.6％ 

Ｂ 

目標の達成には至らない、成果が出るまで時間を

要する 

（60％～80％） 

24 15.2％ 

 

Ｃ 
取組に着手出来なかった、又は施策内容を見直し

たため、目標が達成出来ない 
4  2.5％ 

【実績評価一覧】 

基本目標 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 

壁をなくし認め合っていきるために 1 21 4 1 27 

安全と安心のために 1 14 2 0 17 

支援が必要な子どもの発達支援と保育・教育の充実のために 2 26 4 0 32 

自立して暮らし続けるために 4 38 9 3 54 

生きがいを持って自分らしく生きるために 1 22 5 0 28 

計 9 121 24 4 158 
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第３期計画の進捗 

基
本
目
標 

分野 

達成度評価（施策数） 

全体 S A B C 
達成 割合 

S＋A S＋A 

1 
（1） 啓発・広報 17 1 15 1 0 16 94% 

（2） 生活環境 10 0 6 3 1 6 60% 

2 
（3） 差別解消・権利擁護 5 0 5 0 0 5 100% 

（4） 防災・防犯 12 1 9 2 0 10 83% 

3 （5） 療育・保育・教育 32 2 26 4 0 28 88% 

4 

（6） 雇用・就労 15 1 12 1 1 13 87% 

（7） 生活支援 34 3 23 7 1 26 76% 

（8） 保健・医療 5 0 3 1 1 3 60% 

5 
（9） 日中活動 6 0 5 1 0 5 83% 

（10） 社会活動 22 1 17 4 0 18 82% 

全 体 158 9 121 24 4 130 82% 
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（２）成果指標に基づく評価 

成果指標は、計画全体の実現状況を表す「総合成果指標」と、計画期間中に特に重点的に取り組

みを進める７施策（重点施策）の実現状況を表す「重点施策成果指標」で構成しており、市民意識

調査や久留米市障害者（児）生活実態調査報告書に基づく、成果指標を設定しています。 

なお、令和５年度市民意識調査は、集計中のため、令和４年度実績を参考に記載しています。 

 

① 総合成果指標 

総合成果指標は、久留米市の都市づくりの基盤である「久留米市新総合計画第３次基本計画」

の都市づくりの目標に準じ、障害者の暮らしに関する満足度を表す「住みやすさ」、「愛着度」を設定して

います。 

総合成果指標に対する目標の達成状況は、次のとおりとなっています。 

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

住みやすさ 

（住みやすいと思う障害者の割合） 
83.8％ 90.0％ 93.1％ 

愛着度 

（久留米市に愛着がある障害者の割合） 
82.4％ 90.0％ 88.0％ 

 

② 重点施策成果指標 

重点施策の成果指標に対する目標の達成状況は次のとおりです。 

 

重点施策１ ノーマライゼーションの意識啓発の充実  

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

障害や障害者への市民の理解 

（理解されていると思う障害者の割合） 
29.3％ 40.0％ 29.2％ 

 

重点施策２ 差別の解消・権利擁護の推進  

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

障害者への差別的な取扱い 

（差別的な取扱いが減ったと思う障害者の割合） 
4.7％ 10.0％ 7.1％ 

 

重点施策３ 防災・防犯対策の推進 

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

災害時の備え 

（避難所の場所を知っており、避難経路も決めて

いる障害者の割合） 

24.2％ 40.0％ 25.9％ 
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重点施策４ 療育・保育・教育の切れ目のない支援 

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

一貫した支援体制の充実度 

（相談・療育・訓練を乳児期から学校卒業まで一

貫して行うところがないと思う発達障害者の親

の割合） 

54.7％ 50.0％ 41.3％ 

 

重点施策５ 住まいの確保と居住支援の充実 

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

定住意向 

（いま住んでいるところに住み続けたいと思う障

害者の割合） 

79.7％ 90.0％ 83.4％ 

    

重点施策６ 在宅福祉サービスなどの充実  

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

障害福祉サービスの利用状況 

（利用時間が必要時間に対し十分と思う障害者の

割合） 

46.4％ 50.0％ 48.9％ 

 

重点施策７ 地域活動や国内外交流の促進  

指標名 H29実績 R5目標 R4実績 

地域活動への参加状況 

（地域活動に参加している障害者の割合） 
21.8％ 30.0％ 18.8％ 
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（３）各分野の課題 

① 啓発・広報 

 地域共生社会の実現のためには、障害のある人とない人がお互いについて理解し、尊重し

合うことが重要です。しかしながら、市民へのイベント等による啓発事業では、障害当事者や

関係者以外の市民の参加があまり見られない傾向があり、障害者（児）生活実態調査報

告書によると障害や障害者への市民の理解が十分に進んでいない状況にあります。このよう

なことから、障害当事者や関係者以外の市民の参加を促す取り組みが求められます。 

② 生活環境 

 障害者の自立と社会参加のためには、障害者が暮らしやすい生活環境の整備が重要であ

ることから、公共施設のほか、行政と民間事業者が相互に協力しながら公共交通機関や民

間施設のバリアフリー化の取り組みを促進していくことが求められます。 

③ 差別解消・権利擁護 

社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めることが求められる中で、

障害者（児）生活実態調査報告書においては、「障害を理由とする差別的な取扱いが減

った」と感じている人が少なく、差別を受けたときに、公的な相談窓口に相談する人の割合も

少ないことから、障害者に対する差別の解消に向けた取り組みのさらなる強化が求められます。 

一方で、障害者虐待に関し、障害当事者や施設の職員、市民等の意識もまだまだ高いと

は言えない状況にあるため、今後もあらゆる機会を捉えて継続した取り組みが求められます。 

④ 防災・防犯 

大雨による水害など近年の大規模災害の発生から「安全安心」は重視すべき課題となって

います。その一方で、障害者（児）生活実態調査報告書によると、災害への備えをしている

人が少ない状況にあり、災害時の不安として情報保障の問題やコミュニケーションの問題が見

られることから、避難行動要支援者の支援といった災害時における障害者への支援の充実な

ど、防災対策の更なる推進が求められます。 

⑤ 療育・保育・教育 

障害のある子どもが、その年齢や能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な支援や保

育・教育を、可能な限り、障害のない子どもとともに受けることができる仕組みが必要であり、

また、障害者（児）生活実態調査報告書においても、障害に関する理解向上や教職員

等の特別支援教育の専門性を高めることが求められています。 

支援が必要な子どものニーズに対応していくためには、スクール・カウンセラーや看護師をはじ

め、特別支援教育に関する知識や経験を有する教職員などの専門性の高い人材の確保が

求められます。 
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⑥ 雇用就労 

障害者が自立した生活を送る上で、就労し、収入を得ることは重要であり、働く意欲がある

障害者が一般就労したり、障害の特性に応じて福祉的就労ができる環境づくりが必要です。

また、障害者（児）生活実態調査報告書においても、働いていない人のうち就労を望んで

いる人が一定割合いることから、そのニーズを把握し、個別に就労へ繋げていくことが求められ

ます。 

⑦ 生活支援 

障害者が地域で安心して暮らし続けるためには、生活上の困りごとなどを気軽に相談し、解

決できる場があることが重要です。そのような中で、基幹相談支援センターの相談が増え続け

ていることから職員の専門性の向上や体制の確保と併せて地域づくりに努めていくことが求め

られます。 

国において、施設入所や長期入院からの地域移行が進められており、今後取り組みが本格

化する精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に的確に対応していくことが求め

られます。 

また、障害者の地域での生活を支える上で、在宅福祉サービスは重要な役割を担っていま

す。一方で障害者（児）生活実態調査報告書においては、依然として障害者の日常の介

助や身の回りの支援は、配偶者や親といった家族が主に担っている状況が見られます。また、

医療的ケア児や重度心身障害児等に対応したレスパイトケアや短期入所などの場が不足し

ていることから、レスパイトケアや短期入所などの場の確保が求められます。 

⑧ 保健・医療 

新型コロナウイルス感染症の影響が残る中において、健診のニーズに適切に対応しながら、

障害の早期発見と併せて障害児においては療育につなげていくことが求められます。 

⑨ 日中活動 

精神障害者や知的障害者の増加傾向が続いており、現在の公的な日中活動の場だけで

なく、インフォーマルな活動による居場所づくりや支え合いの場づくり、インフォーマルな活動と公

的な福祉サービスの連携の必要性がますます高まっています。 

⑩ 社会活動 

障害者が生きがいを持って社会参加していくためには、障害者が地域の様々な場面で、社

会の一員として各自が役割を担いながら、活動できるよう環境整備に取り組むことが求められ

ます。しかしながら、様々なイベント情報の集約や周知が行えていない状況にあることに加え、

障害者団体への加入率の低下や会員の高齢化が課題とされている団体もあり、障害者

（児）生活実態調査報告書によると、地域活動に参加している人の割合は２割に満たな

い状況にあります。このようなことから、障害の状況に関わらず、誰もが取得できる情報の提供

や若い人が参加しやすい環境整備が求められます。 
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第１章 計画策定の視点 

 

１．第５次障害者基本計画の概要 

［計画期間］ 

Ｒ５年度～Ｒ９年度（５年間） 

 

［基本理念］ 

共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を

最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除

去するため、施策の基本的な方向性を定める。 

 

［特徴］ 

● 法改正や社会情勢等を反映 

● 障害者施策の基本的な方向として、第４次と同じ 11分野の各論で構成 

 

各論（１１分野） 

(1) 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

(2) 安全・安心な生活環境の整備 

(3) 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

(4) 防災、防犯等の推進 

(5) 行政等における配慮の充実 

(6) 保健・医療の推進 

(7) 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

(8) 教育の振興 

(9) 雇用・就業、経済的自立の支援 

(10) 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

(11) 国際社会での協力・連携の推進 

第２部 計画の基本的な考え方 
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２．（仮称）障害を理由とする差別をなくす条例の制定の動き 

久留米市は、障害者差別解消法の施行以降、障害者差別解消に関する取り組みを行ってきました。 

また、市議会における請願の採択後、条例の制定に向けた検討を進めています。 

［主な経過］ 

時期 内容 

H28.4 障害者差別解消法の施行を受け、基本方針・職員対応要領を策定 

H31.2 久留米市障害者差別解消支援地域協議会の設置 

R1.11 久留米市差別禁止条例の制定に関する請願の提出 

R2.9 市議会において請願の採択 

［条例制定による取組施策（予定）］ 

① 障害及び障害者に対する理解、障害者差別解消のための更なる啓発 

② 障害者差別相談窓口の認知度向上と相談のしやすい環境整備 

③ その他、次の施策を規定する予定 

●市民や事業者への啓発活動及び市職員等への研修 

●全ての障害者が取得できる情報の発信 

●障害のある者とない者が共に学ぶ施策の推進 

●意思疎通支援（手話、点字、音声、読み仮名の表示等） 

●差別の解消に向けた相談体制の充実 

●社会的障壁の除去及び合理的配慮を実施するための事前的環境整備 

●防災情報の発信、防災講座の開催等の促進による災害への備え 
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第２章 計画の進行管理                  
 

１．基本的な考え方   

６年間の計画期間中に確実に計画を推進するため、本計画で定めた具体的施策について、年度ご

との実施計画を定め、取組を進めていきます。 

なお、本計画に掲げる施策の推進にあたっては、国の制度改正や社会状況の変化などに注視しなが

ら、適宜見直しの検討を行うとともに、必要な財源確保については、市の財政状況やその他関連計画

などとの関係性に配慮した上で、必要な予算措置を講ずるよう努めていきます。 

 

２．数値目標   

各具体的施策の達成状況を客観的に評価するため、可能な限り数値目標を設定しました。 

ただし、事業の進捗状況や国の制度改正、社会状況の変化などに注視しながら、必要に応じ適宜

見直しの検討を行い、適正な事業運営に努めます。 

なお、第２部第６章に定めた成果指標の達成状況にも注視し、必要に応じて取組の強化等を図り

ます。 

 

３．推進体制   

総合的な障害者施策の展開にあたっては、庁内関係部局の協力が不可欠です。障害者福祉課が

事務局となり、必要に応じて関係部局が連携できる協力体制の構築に努めます。 

また、本計画における具体的施策の年度ごとの進捗管理は、前年度の施策の進捗について所管部

局による自己評価を行うとともに、その結果を「久留米市障害者地域生活支援協議会」へ報告し、進

捗状況についての評価・意見をもらいます。この評価・意見については、所管部局へ送付し、次年度以

降への施策展開へ反映できるよう努めます。 

なお、本計画の期間満了に伴う次期計画の策定にあたっては、本計画の進捗状況や課題を反映さ

せることとします。 

 

４．計画推進に共通する基本的な視点 

市民との協働の推進市民や地域の多様な主体が、それぞれの特徴を活かした活動を展開でき

るような協働の取り組みを推進するとともに、市民の主体的なまちづくりに向けた支援に取り

組みます。また、障害者に係る多様化・複雑化する課題を解決するため、多様な主体の役割分

担や情報の共有化、連携強化を図り、重層的な支援に取り組みます。 

 

５．重点施策の設定 

重点的に取り組むべき施策について、第３期障害者計画で取り組んだ施策の進捗や

課題、障害者（児）生活実態調査報告書から見られた課題を踏まえて、「防災対策の推

進」「療育・保育・教育の切れ目のない支援」「インフォーマルな活動の促進と重層的

支援の推進」を設定し、国の計画や法改正から「情報アクセシビリティの向上と意思

疎通支援の充実」を、本市における障害を理由とする差別をなくす条例の制定の動き

から「差別解消の推進と差別相談体制の充実」を、関係機関との意見交換等から「福

祉人材の確保・育成」「一般就労の促進」を重点施策として設定しています。 
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第３章 計画の基本理念                    

   障害者基本法は、「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目指しています。本市では、第３期計画において、「誰も

が 自分らしく生きがいを持ち支え合いながら安心して暮らし続けられるまちの実現」を基本理念として、

各種施策を推進してきました。 

   今後も、「障害者も地域の主体として、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに支え合いな

がら創っていく」という地域共生社会考え方のもと、障害の有無に関わらず、誰もが支え合いながら安心

して暮らし続けることができるまちを目指すこととし、基本理念を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが 人としての尊厳が守られ 

 支え合いながら 安心して暮らし続けられる まちの実現 

【 基本理念 】 

誰もが 

人として 

の尊厳が 

守られ 

支え合い 

ながら 

安心して 

暮らし 

続けられる 

まちの実現 

に向けて 

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現を目指す。 

地域での暮らしの中で、生きがいを持ち、高め合いながら、自己決定・自己実

現できる社会の実現を目指す。 

障害の有無に関わらず、誰もが互いを尊重し合い、支え合いながら地域づくりを

担うまちづくりに取り組む。 

様々な生活上の不安や課題を感じている障害者が、地域で安心して暮らし続

けられる社会の実現を目指す。 

「誰もが人としての尊厳が守られ支え合いながら安心して暮らし続けられるまち」

は、今後において普遍的な目標として、長期的・継続的な視点で、その実現に

向けて取り組むべき理念である。 
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第４章 計画の基本目標と施策区分                     

基本理念の実現のため、次の５つの基本目標のもと各分野の施策に取り組みます。 

 

１．社会的障壁をなくし認め合って生きるために 

障害を理由とする差別の解消やお互いを理解し、認め合ってともに生きるという意識、共に暮らすため

の環境づくりに向けて取り組みます。 

 

差別解消分野 

差別解消の推進と差別相談体制の充実                      【重点施策】 

情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実                          【重点施策】 

生活環境分野 

障害者に配慮したまちづくり 

 

２．権利を守り安全と安心のために 

障害者に対する虐待を防止するとともに、障害者への権利侵害の防止や被害からの救済を図るため、

障害者の権利擁護に取り組みます。災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報発信や消

費者トラブルの防止など安全に安心して生活できるよう取り組みます。 

 

権利擁護分野 

権利擁護の推進 

防災・防犯分野 

防災対策の推進                                                                  【重点施策】 

防犯・安全対策の推進 

 

３．支援が必要な子どもの発達支援と保育・教育の充実のために 

障害のある子どもが可能な限り、障害のない子どもとともに保育又は教育を受けられるよう、必要な子ど

もの発達支援と保育・教育の充実に取り組みます。 

 

療育・保育・教育分野 

障害の早期発見・療育の充実 

療育・保育・教育の切れ目のない支援                                          【重点施策】 

幼児教育・保育の充実 

学校教育の充実 
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４．自立して暮らし続けるために 

障害者が自立して地域で生活ができるよう、一般就労の促進、福祉的就労の充実などの雇用・就

労や、福祉人材の確保や育成、住まいの確保と居住支援の充実や在宅福祉サービスなどの充実といっ

た生活支援、精神保健事業など保健サービスの充実や医療サービスの充実に取り組みます。 

 

雇用・就労分野 

一般就労の促進                                                                 【重点施策】 

福祉的就労の充実 

就労支援の充実 

生活支援分野 

福祉人材の確保・育成                                                         【重点施策】 

住まいの確保と居住支援の充実 

在宅福祉サービスなどの充実 

外出支援の充実 

経済的支援の充実 

相談支援体制の充実 

保健・医療分野 

精神保健事業など保健サービスの充実 

医療サービスの充実 

 

５．生きがいを持って支え合いにより自分らしく生きるために 

障害者が生きがいを持って地域社会に参加できるよう、日中活動の促進、スポーツ・文化芸術活動

への参加促進やインフォーマルな活動の促進と重層的支援の推進に取り組みます。 

 

日中活動分野 

日中活動の促進 

社会活動分野 

スポーツ・文化芸術活動への参加促進 

社会教育の充実 

地域活動や国内外交流の促進 

インフォーマルな活動の促進と重層的支援の推進                            【重点施策】 
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基本理念 基本目標 分野 施策区分 施策の方向 

誰
も
が 

人
と
し
て
の
尊
厳
が
守
ら
れ 

支
え
合
い
な
が
ら 

安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る 

ま
ち
の
実
現
に
向
け
て 

 社会的障壁

をなくし認め

合って生きる

ために 

１ 

差別解消 

(1)差別解消の推進と差別

相談体制の充実 

【重点施策】 

①障害を理由とする差別の解消への取組 

②差別相談体制の充実 

③障害者理解・配慮のための啓発・広報活

動の推進 

④福祉教育の充実 

(2)情報アクセシビリティ

の向上と意思疎通支援

の充実【重点施策】 

①情報アクセシビリティの推進 

②行政情報のアクセシビリティの推進 

③意思疎通支援の充実 

２ 

生活環境 

(3)障害者に配慮した 

まちづくり 

①施設などのバリアフリーの推進 

②移動・交通に関わるバリアフリーの推進 

③住まいのバリアフリーの推進 

 権利を守り

安全と安心の

ために 

３ 

権利擁護 
(1)権利擁護の推進 

①権利擁護の推進 

②虐待防止の推進 

③意思決定支援の推進 

④権利学習の促進 

４ 

防災・防犯 

(2)防災対策の推進 

【重点施策】 

①防災関連情報の提供・啓発 

②防災対策の推進 

(3)防犯・安全対策の推進 ①防犯・安全対策の推進 

 支援が必要

な子どもの発

達支援と保

育・教育の充

実のために 

５ 

療育・ 

保育・ 

教育 

(1)障害の早期発見・療育

の充実 

①母子保健事業の充実 

②障害児支援の提供体制の整備等 

(2)療育・保育・教育の 

切れ目のない支援 

【重点施策】 

①乳幼児期から学校卒業までの一貫した支

援 

(3)幼児教育・保育の充実 ①障害のある子どもの保育体制の充実 

(4)学校教育の充実 

①障害のある者とない者が共に学ぶ環境の

整備充実 

②特別支援教育の推進及び関係者の専門性

の向上 

 自立して暮

らし続けるた

めに 

６ 

雇用・就労 

(1)一般就労の促進 

【重点施策】 
①一般就労への移行等 

(2)福祉的就労の充実 ①福祉的就労の場の確保 

(3)就労支援の充実 

①就労に関する相談体制の充実 

②障害者優先調達推進に係る取組 

③関係機関・企業などとの連携 

７ 

生活支援 

(4)福祉人材の確保・育成 

【重点施策】 
①福祉人材の確保・育成 

(5)住まいの確保と居住支

援の充実 

①住まいの確保 

②居住支援の充実 

③福祉施設入所者の地域生活への移行 

④地域生活支援の充実 

(6)在宅福祉サービスなど

の充実 

①日常生活の支援や介助サービスの充実 

②レスパイトケアなどの充実 

③障害福祉サービス等の質を向上させるた

めの取組に係る体制の構築 

(7)外出支援の充実 ①外出支援サービスの充実 

(8)経済的支援の充実 ①経済的支援の推進 

(9)相談支援体制の充実 
①相談支援体制の充実・強化 

②多様な相談窓口の充実 

８ 

保健・医療 

(10)精神保健事業など保

健サービスの充実 

①保健事業の充実 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築 

(11)医療サービスの充実 ①適切な医療サービスの提供 

 生きがいを

持って支え合

いにより自分

らしく生きる

ために 

９ 

日中活動 
(1)日中活動の促進 

①日中活動系サービスの整備 

②地域活動支援センターなどの充実 

１０ 

社会活動 

(2)スポーツ・文化芸術活

動への参加促進 

①スポーツ活動の促進 

②文化芸術活動の促進 

(3)社会教育の充実 
①生涯学習の推進 

②社会教育施設などのバリアフリー化 

(4)地域活動や国内外交流

の促進 

①地域活動などへの参加促進 

②国内外での交流の促進 

(5)インフォーマルな活動

の促進と重層的支援の

推進 【重点施策】 

①インフォーマルな活動の促進と重層的支

援の推進 

第５章 施策の体系 
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 第６章 障害者福祉施策における成果指標       

 

第４期障害者計画では、計画期間に目指す地域社会の姿をわかりやすく示す指標を設定し、地域

共生社会の実現に向けた進捗状況を明らかにします。 

成果指標は、計画全体の実現状況を表す「総合成果指標」と、各基本目標の成果指標で構成し

ます。 

１．総合成果指標   

総合成果指標は、久留米市の都市づくりの基盤である「久留米市新総合計画第４次基本計画」

の都市づくりの目標に準じ、障害者の暮らしに関する満足度を表す「住みやすさ」「愛着度」を設定する

こととします。 

指標名 現状 目標 

住みやすさ 

（住みやすいと思う障害者の割合） 
93.1％ 95% 

愛着度 

（久留米市に愛着がある障害者の割合） 
88.0％ 95% 

 

２．基本目標の成果指標   

基本目標の成果指標は、久留米市障害者（児）生活実態調査報告書の調査結果から次のとお

り設定します。 

（１）社会的障壁をなくし認め合って生きるために 

指標名 現状 目標 

障害者への差別的な取扱い 

（差別的な取扱いが減ったと思う障害者の割合） 
7.1％ 10% 

 

（２）権利を守り安全と安心のために 

指標名 現状 目標 

災害時の備え 

（避難所の場所を知っており、避難経路も決めている 

障害者の割合） 

25.9％ 40% 

 

（３）支援が必要な子どもの発達支援と保育・教育の充実のために 

指標名 現状 目標 

一貫した支援体制の充実度 

（相談・療育・訓練を乳児期から学校卒業まで一貫 

して行うところがないと思う発達障害者の親の割合） 

41.3％ 20% 
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（４）自立して暮らし続けるために 

指標名 現状 目標 

一般就労している障害者の割合 

（働いている障害者（非正規社員・自営含む）の割合） 
29.9％ 40% 

障害者福祉施策の充実度 

（障害福祉サービス、相談支援などに満足してい

る障害者の割合） 

29.5％ 40% 

 

（５）生きがいを持って支え合いにより自分らしく生きるために 

指標名 現状 目標 

地域活動への参加状況 

（地域活動に参加している障害者の割合） 
18.8％ 30% 
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基本目標 １ 

社会的障壁をなくし認め合って生きるために 

差別解消 生活環境 

 

１．差別解消の推進と差別相談体制の充実 【重点施策】 

≪現状と課題≫ 

近年、障害者に対する不当な差別的取扱いなど、障害者の権利を脅かす様々な事案が発生し、社

会問題となっています。 

障害者(児)生活実態調査によると、「障害者差別解消法施行に伴い差別的扱いが減った」との回

答が全体の約 7％に止まっています。 

本市では、障害者差別解消に係る基本方針や職員対応要領の策定・推進に取り組んできました。 

さらに、令和 5 年１２月には、障害を理由とする差別をなくす条例を制定し、障害者差別解消を具

体化する仕組みや支援体制づくりに取り組んでいます。今なお差別がある現状を踏まえ、今後も、こうし

た取組を更に強化していくことが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者差別解消法などの関連法及び障害を理由とする差別をなくす条例に基づき、障害者に対す

る差別解消や合理的配慮の提供が図られるよう、地域の関係機関等と連携して取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）障害を理由とする差別の解消への取組 

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針などに基づき、障害者差別の解消に取り組

み、合理的配慮の事例の共有を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

１ 
障害者に対する差別の

解消への取り組み 

障害を理由とする差別をなくす条例や基本方針

に基づき、市民への啓発、職員研修、職員対応

要領の確実な実行により、差別解消の取り組み

を進めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

２ 
合理的配慮の提供の推

進 

差別事例や合理的配慮の事例等を収集・整理し

てデータベース化し、共有を図り、全庁で統一

的な考え方による合理的配慮の提供を進めま

す。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

第３部 計画の展開 
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３ 
紛争解決のための調整

委員会の運営 

障害を理由とする差別事案に対して、必要に応

じて第三者機関である調整委員会に諮りなが

ら、紛争の解決に取り組みます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

（２）差別相談体制の充実 

○障害を理由とする差別の解消に向けて、差別相談体制の充実を図ります。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

４ 
差別の解消に向けた相

談体制の充実 

差別事案が起きた時に、解消するための相談

窓口や、手続き、体制などを定め、相談体制

の充実を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

５ 相談員の専門性の向上 
障害を理由とする差別の相談を受ける相談員

の専門性の向上を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

 

（３）障害者理解・配慮のための啓発・広報活動の推進 

○広報紙やホームページなどの様々な媒体や各種事業などの機会を活用し、障害や難病等に関する

啓発・広報に取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

６ 

「久留米市人権教育・

啓発基本指針」に基づ

く障害者問題の教育・

啓発の促進 

「久留米市人権教育・啓発基本指針」に基づ

き、偏見や差別などの人権問題の解決のため

全庁的な教育・啓発活動の推進を図ります。 

協働推進部 

 人権・同和対策課 

７ 
障害者問題に関する 

広報の充実 

難病等を含む障害に対する市民の理解を深め

るため、啓発・広報に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 保健所健康推進課 

全庁 

８ 
人権啓発における障害

者問題の啓発 

人権啓発センター展示室「さまざまな人権問

題」展示コーナーにおいて、障害者の人権に

係るパネル展示を行うほか、各種団体を対象

とした研修において、障害者の人権について

の学習や、啓発冊子へ障害者問題の啓発記事

の掲載を行います。 

協働推進部 

 人権啓発センター 

９ 人権教育による啓発 

「なるほど人権セミナー」など人権講座の中

で、障害者に関する問題について啓発してい

くとともに、学習機会の充実に努めます。 

市民文化部 

 生涯学習推進課 
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１０ 
障害者問題啓発事業の 

実施 

市民団体企画への補助などにより、障害者問

題の啓発事業を行います。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

１１ 
団体実施イベントの 

支援 

障害者団体などが行う各種イベントに関する

広報や実施支援を行います。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

１２ 
障害者問題に関する視

聴覚教材の充実と活用 

障害者問題に関するビデオ・映画など、啓発

のための教材の整備充実と活用に努めます。 

協働推進部 

 人権啓発センター

市民文化部 

 中央図書館 

 

 

（４）福祉教育の充実 

○市職員に対する合理的配慮等の知識習得や障害者問題に関する意識啓発やサービス事業者への

障害に関する知識等の向上を図るための研修を行い、福祉教育の充実に努めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

１３ 
障害者問題に関する 

市職員研修の充実 

市職員を対象としたユニバーサルマナー研修や障害

者をテーマとした人権研修等を実施し、職員の合理

的配慮等の知識習得と障害者問題に関する意識啓発

に努めます。 

総務部 

 人材育成室 

１４ 
サービス事業者への障

害に関する研修の実施 

サービス事業者の障害に対する知識や対応技

術の向上を図るための研修を実施し、様々な

障害の方も安心してサービスを利用できるよ

うにします。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

 



31 

 

２．情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実 【重点施策】 

≪現状と課題≫ 

障害の有無に関わらず、暮らしを営む上では、誰もが生活に係る様々な情報を取得できることが不可

欠です。 

障害者基本法では、基本原則である共生する社会の実現のため「全ての障害者は、可能な限り、

言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、

除法の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」を求めています。また、

障害者差別解消法においても、障害者への合理的配慮の提供が義務化されるなど、情報のバリアフリ

ー化が求められており、さらに令和４年に施行された障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策

推進法では、障害の種類・程度に応じた手段を選択することができ、障害のない人と同一内容、同一

時点で情報が取得できるようにすることが示されています。 

本市では、情報バリアフリー指針に基づき、わかりやすい情報の発信や音声コード、点字・音訳の活

用、手話通訳者、要約筆記者の派遣などにより、障害者の情報取得及び活用機会の拡大に取り組ん

できました。今後は、あらゆる障害の種類・程度に応じた情報の伝達手段を拡大するなど、情報のアクセ

シビリティへの取組を、さらに推進することが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者が生活に必要な情報を入手・活用したり、自由に意思疎通したりできるよう、障害の特性など

に配慮した情報取得やコミュニケーション支援の充実を図ります。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）情報アクセシビリティの推進 

○障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者に配慮した情報通信機器・サー

ビス等の利用を通じて情報アクセシビリティの向上を推進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

１５ 
情報アクセシビリティ

の確保 

情報通信機器・サービス等の利用における情

報アクセシビリティの確保に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

１６ 
情報機器の利用方法 

などの周知 

情報機器やアプリケーション、インターネッ

ト等の情報機器の利用促進を図るための周知

活動等に取り組みます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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（２）行政情報のアクセシビリティの推進 

○情報バリアフリー指針に基づき、情報取得・活用面で制約のある障害者への配慮として様々な取組

を総合的に行うなど、情報アクセシビリティの取組を推進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

１７ 
情報バリアフリー指針

の推進 

情報バリアフリー指針に基づき、市が行う情

報発信（講演会の開催、出版物の発行等）に

ついて、障害者の情報取得に係る配慮を推進

します。また、障害者のニーズを把握し、情

報アクセシビリティの在り方についての検討

を行います。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

１８ 

わかりやすい言葉づか

い、理解しやすい伝え

方の推進 

市が発出する各種情報（紙媒体・ＩＴ媒体

等）について、誰もが理解しやすいわかりや

すい言葉づかいや表現、理解しやすい伝え方

（絵図等の活用など）に努めます。 

総合政策部 

 広報戦略課 

１９ 

各種通知などの点訳・

音声コード添付などの

推進 

「広報久留米」や「市議会だより くるめ」

の点訳・音訳版の発行のほか、各種通知や行

政資料などの行政文書について点訳・音声コ

ード添付やわかりやすい表現版の作成などの

障害特性に応じた方法による提供に努めま

す。 

総合政策部 

広報戦略課 

全庁 

２０ 

点字通知が必要な方に

関する情報の一元化 

および全庁的な活用 

各種通知や行政資料などの行政文書について

点字による通知が必要な方に関する情報を一

元管理し、各課が文書を発する際に活用でき

る仕組みづくりを行います。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

全庁 

２１ 

障害福祉サービスなど

の情報提供・相談の充

実 

広報紙や事業者ガイドブック、ホームページ

などの多様な媒体を活用して、障害福祉サー

ビスなどに関する情報提供を行います。ま

た、相談の手段としてインターネットの更な

る活用を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

（３）意思疎通支援の充実 

○意思疎通支援者の確保を行い、コミュニケーション支援の充実を推進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

２２ 
手話通訳者・要約筆記

者派遣 

聴覚障害者の参加が見込まれる市事業及び聴

覚障害者の要請に基づき、手話通訳者や要約

筆記者を派遣します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

全庁 

２３ 
盲ろう者向け通訳・ 

介助員の派遣 

盲ろう者の要請に基づき、コミュニケーショ

ン及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通

訳・介助員を派遣します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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３．障害者に配慮したまちづくり 

≪現状と課題≫ 

障害者の自立と社会参加のためには、障害者が暮らしやすい生活環境を整備することが重要です。 

本市では「バリアフリー法」や「福岡県福祉のまちづくり条例」などに基づき、誰もが快適で生活しやすい

ユニバーサルデザイン」の視点に配慮しつつ、道路や公園、各種施設など公共施設の整備を計画的に

進めてきました。 

しかし障害者（児）生活実態調査によると、身体障害者の約５人に１人が依然として道路や建物

の段差や公共交通機関の乗り降りに不便を感じており、また、障害者用の駐車スペースや案内表示、

障害者用トイレが不十分と感じている人の割合も比較的高い状況にあります。 

障害者にとってやさしいまちづくりを進めることは、誰にとっても暮らしやすいまちづくりを進めることとの認

識のもと、当事者ニーズを把握しながら、今後も公共施設などの整備を計画的に進めていくことが必要で

す。 

また、こうしたやさしいまちづくりのためには、公共交通機関や民間施設の関係事業者等の理解・協

力が不可欠であることから、これらの事業者との連携強化を図ることも必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆公共施設や道路などの歩行空間、公園などの公共空間や市営住宅について、バリアフリー化やユニ

バーサルデザインの視点による整備を計画的に推進します。 

◆公共交通機関や民間施設などの関係事業者に対し、バリアフリーやユニバーサルデザインによる施設

等の整備についての理解・協力を求めていきます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）施設などのバリアフリーの推進 

○バリアフリー法や福岡県福祉のまちづくり条例などに基づき、市庁舎や公園、道路、学校などの公共

施設や民間施設のバリアフリーを推進します。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

２４ 公共施設の整備・改善 

市庁舎や公園・道路（歩道）、市営住宅、学

校等の公共施設の整備・改善を行いバリアフ

リー化に努めます。 

全庁 

２５ 
民間施設等のバリアフ

リーの促進 

公共性の高い民間施設や道路等について、関

係機関へバリアフリー推進の働きかけを行い

ます。 

全庁 

２６ 

福岡県福祉のまちづく

り条例に基づく届出 

・完了検査制度 

不特定多数の人が利用する「まちづくり施

設」の計画に対して、バリアフリーの技術的

な指導や相談、情報提供等を行います。 

都市建設部 

 建築指導課 
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（２）移動・交通に関わるバリアフリーの推進 

○関係機関と連携し、公共交通環境の充実や歩行空間の安全確保などに取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

２７ 
視覚障害者のための 

信号機設置 

視覚障害者の安全向上に係る信号機設置につ

いて、所管である警察署に対し、横断時間に

も配慮した設置を働きかけていきます。 

都市建設部 

 道路整備課 

２８ 
公共交通事業者等への

理解促進 

交通事業者や障害者団体等との協議の場を設

け、障害者に係る交通対策や利用環境に関す

る課題等の共有と課題解消に向けた取り組み

の促進に努めます。 

都市建設部 

 交通政策課 

２９ 低床バス導入促進 

久留米市内を運行する路線バス車両の低床車

両への更新に向けて、交通事業者に対する要

請・支援に努めます。 

都市建設部 

 交通政策課 

３０ 歩道空間の確保 

西鉄久留米駅・ＪＲ久留米駅周辺などにおい

て放置自転車の撤去や放置自転車防止の指導

及び点字ブロック上にある障害物等の除去を

行い、安全な歩行空間の確保に努めます。 

都市建設部 

 交通政策課 

関係部局 

 

（３）住まいのバリアフリーの推進 

○障害者が暮らしやすい住まいづくりを支援するため、様々な制度の周知と利用促進に取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

３１ 
住宅改造アドバイザー

の活用 

住宅の改造・新築の際の相談に、福岡県建築

住宅センターの住宅改造アドバイザーを周知

し、活用します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

３２ 
重度心身障害者住宅 

改造補助事業 

重度心身障害者の住宅改造費の補助を行う

「重度心身障害者住宅改造補助事業」につい

て周知と利用促進に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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基本目標 ２  

権利を守り安全と安心のために 

権利擁護 防災・防犯 

１．権利擁護の推進 

≪現状と課題≫ 

近年、障害者に対する不当な差別的取扱いや虐待など、障害者の権利を脅かす様々な事案が発

生し、社会問題となっています。 

障害者(児)生活実態調査によると、「障害者差別解消法施行に伴い差別的扱いが減った」との回

答が全体の約 7％に止まり、また、精神障害者の約 18％、自立支援医療制度利用者の 14％が「虐

待を受けたことがある」と回答しています。 

本市では、こうした障害者に対する権利侵害等への対策として、障害者差別解消に係る基本方針

や職員対応要領の策定・推進、障害者虐待防止センターの設置・運営、成年後見制度等の関連制

度の周知や利用支援などに取り組んできました。 

現在、福岡県をはじめ全国の地方公共団体において障害者差別解消関連条例を策定する動きが

みられるなど、障害者差別解消を具体化する仕組みや支援体制づくりが進んでいます。本市としても、こ

うした取組を強化するとともに、少子高齢化や一人暮らしの増加等が更に進むことも考慮しつつ、相対

的に弱い立場にある障害者を様々な権利侵害から守るための仕組みや支援体制づくりを更に強化して

いくことが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の権利や財産を守るため、成年後見制度などを活用した権利擁護や虐待防止対策を進め

ます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）権利擁護の推進 

○様々な権利擁護に係る制度などについて、周知および利用促進を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

３３ 
成年後見制度の利用 

促進 

成年後見センターを中心に、関係機関と連携

しながら相談・支援等に努めるとともに、権

利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに

向けた検討を行うなど、成年後見制度の周知

と利用促進・利用援助に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 長寿支援課 

３４ 

障害福祉サービスに 

関する苦情解決制度の 

周知 

障害福祉サービスに関する利用者等の苦情を

適切に解決するため、助言、相談、調査等を

行う「福岡県運営適正化委員会」などの支援

機関・制度等の周知に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

３５ 
日常生活自立支援事業

の周知 

久留米市社会福祉協議会と連携して、日常生

活自立支援事業の周知と利用促進に努めま

す。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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（２）虐待防止の推進 

○障害者虐待事案への対応とともに、虐待を未然に防ぐための啓発に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

３６ 
障害者虐待防止対策 

支援の推進 

久留米市障害者虐待防止センターにおいて、

障害者虐待に関する通報を受け付け必要な対

応をとるとともに、障害者虐待の未然防止に

ついて周知・啓発を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

（３）意思決定支援の推進 

○障害者の意思を尊重し、自ら意思決定ができるよう支援の推進に取り組みます。 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

３７ 意思決定支援の推進 

自ら意思を決定することに支援が必要な障害

者等が障害福祉サービス等を適切に利用する

ことができるよう、事業所への指導に努めま

す。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

３８ 相談支援専門員の研修 
生活全般に対する悩みの相談の質の向上に向

け、相談支援専門員の研修に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

（４）権利学習の促進 

○障害者の人権侵害を未然に防ぐため、障害者の権利学習を促進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

３９ 
障害者の権利学習の機

会の提供 

障害者が自ら権利を学習する機会を確保する

ため、出前講座などを活用し、推進を図りま

す。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

４０ 

「久留米市人権教育・

啓発基本指針」に基づ

く障害者問題の教育・

啓発の促進【再掲６】 

「久留米市人権教育・啓発基本指針」に基づ

き、偏見や差別などの人権問題の解決のため

全庁的な教育・啓発活動の推進を図ります。 

協働推進部 

 人権・同和対策課 

４１ 
人権教育による啓発

【再掲８】 

「なるほど人権セミナー」など人権講座の中

で、障害者に関する問題について啓発してい

くとともに、学習機会の充実に努めます。 

市民文化部 

 生涯学習推進課 

４２ 

人権啓発における障害

者問題の啓発 

【再掲９】 

人権啓発センター展示室「さまざまな人権問

題」展示コーナーにおいて、障害者の人権に

係るパネル展示を行うほか、各種団体を対象

とした研修において、障害者の人権について

の学習や、啓発冊子へ障害者問題の啓発記事

の掲載を行います。 

協働推進部 

 人権啓発センター 
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２．防災対策の推進 【重点施策】 

≪現状と課題≫ 

近年、本市を含め各地で自然災害が頻発しており、障害者が地域で安心して安全に暮らし続けるう

えで防災対策は大変重要な課題となっています。 

本市では、これまで災害時要援護者名簿の作成や避難訓練の実施など、障害者をはじめとする災

害弱者の支援に迅速に対応できる環境・体制づくりを進めてきました。 

しかしながら、障害者(児)生活実態調査によると、障害者全体のうち半数以上は避難所へ自力で

避難できなかったり不安を感じていたりする状況にも関わらず、約７割超の人は災害に対する備えをして

いない状況です。また、実際に災害が発生したときのことを想定すると、正確な情報が得られるか、避難

所で必要な薬や治療、障害に応じた対応が受けられるかなど、多くの障害者が様々な不安を感じている

状況です。 

こうした障害者の状況を踏まえつつ、災害時における障害者への支援体制の充実など、防災対策の

更なる推進が必要です。また、障害者の中でも、困難がより大きいと考えられる高齢者や子ども、女性、

医療的ケアや強度行動障害など特別な配慮・支援が必要な人など、障害者への支援や配慮のあり方

について、検討・整備していく必要があります。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の災害による被害を最小限にするため、災害時要援護者支援体制をはじめとした防災対策

を推進します。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）防災関連情報の提供・啓発 

○障害者や関係者に対する防災関連情報の提供や啓発に取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

４３ 防災知識の普及 

地域防災計画及び国民保護計画に基づき、障

害者やその家族、地域住民に対して研修会の

開催、防災に関する資料の提供などにより防

災知識の普及を図ります。 

総務部 

 防災対策課 

４４ 
Nｅｔ119 システムの

普及促進 

説明会や広報紙への掲載など様々な機会を通

して、聴覚・言語障害者向けのＮｅｔ119 シ

ステムの普及・促進を図ります。 

広域消防本部 

 情報指令課 

４５ 防火指導の実施 
様々な機会を通して、障害者等への防火指導

を実施します。 

広域消防本部 

 予防課 
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（２）防災対策の推進 

○災害発生時における障害者支援体制の充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

４６ 消防設備の整備・管理 

福祉施設等の立入検査を実施し、施設の安全

確保に努めるとともに、防災意識の向上、防

火・防災対策の推進に取り組みます。 

広域消防本部 

 予防課 

４７ 
避難行動要支援者支援

体制の充実 

災害発生時の避難行動要支援者に係る人的被

害の軽減を図るために、避難行動要支援者名

簿の登録促進や、名簿の関係機関等での共有

を進めるとともに、日頃から要支援者の状況

把握に努めます。さらに図上訓練の実施や、

個人の身体状況などに合わせた「災害時マイ

プラン」の作成支援に取り組むなど、避難行

動の実効性を高めます。 

健康福祉部 

 地域福祉課 

４８ 
障害者施設等の防災 

機能の充実 

国・県の補助金等を活用して障害者施設等の

防災・防犯機能の充実を図ります。また、事

業者に対する防災対策の啓発・指導に努めま

す。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

４９ 
自主避難所・指定避難

所の充実 

避難所に福祉スペースの設置や受入れ時に必

要な配慮に関する情報の周知などを実施し、

避難された要配慮者への支援に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

総務部 

 防災対策課 

５０ 
障害者等の避難場所の

確保 

一般の指定避難所では生活することが困難

な、要介護高齢者や障害のある方を対象とす

る福祉避難所を指定し、その実効性を高めま

す。 

健康福祉部 

 地域福祉課 

 障害者福祉課 

 長寿支援課 

 保健所健康推進課 
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３．防犯・安全対策の推進 

≪現状と課題≫ 

近年、高齢者や障がい者を狙った犯罪も発生しており、被害の防止に向けた地域の見守りや情報提

供が必要となっています。また、本人の意思に沿わない消費者トラブルなども発生していることから、被害

の防止に向けた情報提供や相談対応も必要となります。 

このほか、障害者の犯罪や事故による被害をなくすため、関係機関や地域関係者等と連携して、防

犯や安全確保のための対策を進めることも必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の犯罪や事故による被害をなくすため、防犯対策や地域での見守りなどを推進します。 

 

≪施策の方向≫ 

 

（１）防犯・安全対策の推進 

○消費者被害等の犯罪防止などのための啓発に取り組むとともに、緊急時の支援体制の充実を図りま

す。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

５１ 
消費者被害防止のため

の広報啓発 

悪質商法などから障害者を守るため、関係機

関などと連携して、悪質業者などからの被害

防止に関する広報や講座などの開催に努めま

す。 

協働推進部 

 消費生活センター 

５２ 
くるめ見守りネットワ

ークの推進 

すべての市民が地域から孤立することなく安

心して暮らせるように、郵便、電気、ガス等

の巡回事業者との協働により見守りのネット

ワークを構築し、異変の早期発見に努めま

す。 

健康福祉部 

 地域福祉課 

５３ 緊急通報システム貸与 

重度の身体障害者で、緊急時に対応が困難な

一人暮らしの方に緊急通報システム機器貸与

を行います。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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基本目標 ３ 

支援が必要な子どもの発達支援と保育・教育の充実のために 

療育・保育・教育 

1．障害の早期発見・療育の充実 

≪現状と課題≫ 

発達の遅れや障害のある子どもにとって、できるだけ早い時期から適切な支援を受けられることは大切

です。そのため、障害の内容や特性などを早期に把握することが必要となります。 

本市では、乳幼児健診の結果、専門的な支援が必要と思われる子どもについて、市の各種相談事

業を案内するほか、幼児教育研究所や教育委員会等の各種相談窓口を紹介するなど、その後の相

談・支援へのつなぎを行っています。 

また、これまで母子保健事業を中心とした健康相談の充実に取り組んできましたが、発達の遅れや障

害のある子どもが増加傾向にある中、乳幼児健診を通じた早期発見・早期対応に係る支援体制の充

実は、より重要となっています。 

 

≪基本方針≫ 

◆発達の遅れや障害のある子どもに対する早期支援として、健診後の支援体制の充実を図ります。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）母子保健事業の充実 

○発達の遅れや障害のある子どもに対する健診後の支援体制の充実を図ります。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

５４ 
健診後の支援体制の 

充実 

乳幼児期の疾病などを早期に発見･支援するた

めに、4 ヶ月・10 ヶ月・1 歳 6 ヶ月・3 歳

児の健康診査を継続して行い、健診の結果、

専門的な援助が必要と思われる乳幼児につい

ては、気になるお子さん相談、ことばの相

談、ママパパきもち楽々相談会への案内や、

幼児教育研究所や学校教育などの関係機関・

部署に紹介するなど、必要な指導・支援を行

います。健診後の支援をより充実するため、

保健師と保育士、臨床心理士などの専門職と

の連携強化を図ります。 

子ども未来部 

 こども子育て 

サポートセンター 
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（２）障害児支援の提供体制の整備等 

○障害児の地域社会への参加・包容を図り、障害児支援の提供体制の整備等を推進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

５５ 障害児等療育支援事業 

在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児

（者）、身体障害児の地域における生活を支

えるため、身近な地域で療育指導等が受けら

れる療育機能の充実を図るとともに、これら

を支援する圏域の療育機能との重層的な連携

を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

５６ 

発達支援事業（相談・ 

療育・訓練事業）の 

充実 

発達の遅れや障害のある乳幼児などに対し、

専門家による相談、療育、訓練事業を通し

て、子どもの実態に応じたきめ細かな支援を

実施します。 

子ども未来部 

 幼児教育研究所 

５７ 
幼児教育研究所の機能 

充実 

療育担当者の資質の向上、相談、療育、訓練

の担当者による協同的発達支援システムの構

築等により、幼児教育研究所の機能の充実を

図ります。 

子ども未来部 

 幼児教育研究所 
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２．療育・保育・教育の切れ目のない支援 【重点施策】 

≪現状と課題≫ 

発達の遅れや障害のある子どもにとっては、乳幼児期から小学校・中学校・高校といった成長段階に

応じつつ、一貫した支援が行われることが大切です。しかしながら、本市の障害者(児)生活実態調査に

よると、発達面で支援が必要と思われる子どもの保護者の４割が、乳幼児期から学校卒業まで相談・

療育・訓練を一貫して行う機関が市内にないことに困っていると回答しています。 

一方、学校や幼稚園・保育所、相談機関側の課題としては、支援が必要な子どもの増加に伴う人

員確保や環境整備、多様な障害に対応するための職員の専門性や資質向上の必要性、切れ目のな

い支援に向けて学校や幼稚園・保育所、相談機関など関係機関との連携強化等が必要な状況です。 

こうした現状を踏まえ、発達の遅れや障害のある子どもに対して、乳幼児期から学校卒業して社会に

出るまで一貫した支援を行う仕組みづくりや、関係機関間並びに庁内関係部局間の連携を強化し、総

合的な支援体制の構築等に取り組む必要があります。 

 

≪基本方針≫ 

◆福祉・教育・保健・医療分野の庁内外の連携を強化しつつ、乳幼児期から学校卒業して社会に出

るまでの切れ目のない療育・保育・教育体制の確立に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）乳幼児期から学校卒業までの一貫した支援 

○関係機関間等の連携のもと、発達支援事業による相談や療育・訓練の充実を図り、乳幼児期から

学校卒業して社会に出るまでの一貫した切れ目のない支援体制の確立に取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

５８ 
発達支援事業（巡回相

談事業）の充実 

療育の専門家が保育所・幼稚園等の要請に基

づいて園を訪問・巡回し、発達が気になる子

どもに対する支援体制をサポートする助言を

行います。 

子ども未来部 

 幼児教育研究所 

５９ 就学相談事業 

障害児の適切な就学のために、学識経験者・

医師・学校関係者等の専門委員の意見をもと

に保護者等への就学支援を行います。 

教育部 

 学校教育課 

６０ 
就労に向けた進路指

導・職業教育の充実 

久留米特別支援学校において、職場実習助手

及び進路指導員を配置し、生徒の卒業後の進

路獲得に向けた対応の充実を図ります。 

教育部 

 学校教育課 

６１ 

久留米市幼児教育研究 

推進委員会の開催（幼

保小連携強化事業） 

幼保小の接続期の保育・教育の充実のため

に、久留米市幼児教育研究推進委員会を中心

とした合同研修会、連携担当者研修会の実施

に努めます。 

子ども未来部 

 幼児教育研究所 

６２ 
切れ目のない支援体制 

の確立 

障害や発達面での支援が必要な子どもに関す

る支援を切れ目なく行う体制の検討や整備等

を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

子ども未来部 

 幼児教育研究所 

教育部 学校教育課 
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３．幼児教育・保育の充実 

≪現状と課題≫ 

発達の遅れや障害のある子どもの成長においては、その障害等の特性に配慮した適切な医療や保

育・教育の提供が必要です。 

障害者基本法では、基本的施策の一分野として「療育」が定められており、障害などのある子どもが、

可能な限り身近な地域で療育を受けられるような環境整備や専門職員の育成等により療育の充実を

図ることを、国や地方公共団体に求めています。 

本市では、就学前の保育や教育については、全ての認可保育施設において、発達の遅れや障害の

ある子どもの受け入れ環境の整備を図っているほか、私立幼稚園でも障害児の受け入れの取組が進め

られています。また、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援制度の利用も広が

っているところです。 

一方で、近年増加傾向にある発達障害のある子どもへの支援について、インタビュー調査からは人員

確保や、教員・職員の資質や専門性の向上などの必要性が指摘されています。 

 

≪基本方針≫ 

◆保育所・幼稚園・認定こども園と連携して、発達の遅れや障害のある子どもに対する修学前の保育・

教育の充実を図ります。 

◆発達の遅れや障害がある子どもが適切な支援を受けられるよう、関係者等に対する啓発や理解促進

に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）障害のある子どもの保育体制の充実 

○様々な施設に障害のある子どもを安心して預けることができるよう、療育体制の充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

６３ 

保育所及び認定子ども 

園における保育士等の 

障害児加配 

認可保育所等で保育認定を受けた障害児や発

達の遅れのある児童を受け入れるため、保育

士及び看護師の加配を図ります。 

子ども未来部 

 子ども保育課 

６４ 
久留米市保育所連盟 

研修事業 

多様化する保育ニーズに適切に対処できる保

育士を育成するため、公私立保育所の職員に

対する研修を行います。 

子ども未来部 

 子ども保育課 

６５ 
医療的ケア児保育支援 

事業 

保育所等における医療的ケア児の受け入れ体

制の整備を行います。 

子ども未来部 

 子ども保育課 
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６６ 

私立幼稚園等への心身 

障害児教育振興補助金 

の交付 

心身障害児が在園する市内幼稚園等に対し、

心身障害児教育に係る経常的経費の一部を補

助します 

子ども未来部 

 子ども保育課 

６７ 

医療的ケアを必要とす

る児童生徒に対する支

援 

医療的ケアを必要とする児童生徒について、

久留米特別支援学校に看護師を配置します。

また、小中学校において、訪問看護の費用を

補助します。当該児童生徒に対する特別支援

学校での通学支援及び小中学校での看護師配

置について、研究検討します。 

教育部 

 学校教育課 

６８ 
学童保育所指導員の 

障害児加配 

学童保育所で障害児や発達の遅れのある児童

を受け入れるため、指導員の加配をします。 

子ども未来部 

 子ども政策課 

６９ 
障害児放課後対策事業 

の充実 

障害のある児童生徒を対象とした放課後対策

事業を実施するとともに、空き教室以外の保

育施設の確保や土曜日の活動内容などについ

て検討していきます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

 



45 

４．学校教育の充実 

≪現状と課題≫ 

学校教育においては、障害のある児童生徒が、合理的配慮などの必要な支援のもと、発達段階や

能力に応じ、かつ特性を踏まえた教育について、可能な限り障害のない児童生徒とともに受けることがで

きる仕組みの構築が必要とされています。本市ではそのための環境づくりとして、教職員に対する特別支

援教育研修や、学校施設のバリアフリー化等の学校教育の充実に取り組んできました。 

しかしながら、障害者(児)生活実態調査によると、教育に関する要望として４割近くが「教職員の障

害児支援に関する知識の研修・啓発の充実」をあげており、教職員の確保やさらなる資質向上が求め

られていることがわかります。また、インタビュー調査等においては、学校に対し教職員等の人材確保や資

質向上のほか、医療的ケアなどへの配慮など、障害のある児童生徒の受け入れにあたっての様々な環

境整備の必要性が指摘されています。 

また、個別の教育的ニーズのある子どもに対し、将来の自立と社会参加を見据えて、通常の学級や

通級指導、特別支援学級や特別支援学校という多様な学びの場において、最適な指導が行われるこ

とが大切です。本市では、このような多様な学びの場において、教育の充実に努めていますが、児童生

徒の増加への対応など、ニーズに対応した環境改善や機能充実が必要となっています。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害のある児童生徒が可能な限り障害のない児童生徒とともに学べる環境づくりに取り組みます。 

◆個別の支援ニーズに応じた適切な教育が行えるよう、特別支援教育の推進及び関係者の専門性の

向上に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）障害のある者とない者が共に学ぶ環境の整備充実 

○様々な機会を活用して生徒間の交流や児童生徒と障害者・障害者関係施設等との交流に取り組

みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

７０ 
就学相談事業 

【再掲５９】 

障害児の適切な就学のために、学識経験者・医

師・学校関係者等の専門委員の意見をもとに保

護者等への就学支援を行います。 

教育部 

 学校教育課 

７１ 

教職員の特別支援教育 

に関する理解の向上 

及び適切な支援の推進 

市立学校における特別支援教育に関する校内研

修会や市教育委員会主催の研修会を実施しま

す。並びに特別支援学校の教職員への研修や専

門家による指導を実施します。 

教育部 

 学校教育課 

７２ 福祉教育の推進 

総合的な学習の時間等において、福祉教育の視

点を取り入れた教育活動を行うよう学校訪問等

を活用して指導助言します。また、児童生徒と

障害者・障害者関係施設との交流を進めます。 

教育部 

 学校教育課 
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７３ 
特別支援学校の児童 

生徒の交流の推進 

総合的な学習の時間や運動会・文化祭等を活用

し、地域の小中学校と特別支援学校（市立及び

県立）の児童生徒との交流、及び市特別支援学

校高等部と久留米商業高校等との交流を推進し

ます。 

教育部 

 学校教育課 

 

（２）特別支援教育の推進及び関係者の専門性の向上 

○特別支援教育の中核となる教職員に対し、研修等による知識・能力の向上を図るとともに、久留米

市特別支援学校のセンター機能の充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

７４ 通級指導教室 

通級指導教室において発達障害や言語障害、

難聴を有する児童生徒に対する支援を行いま

す。 

教育部 

 学校教育課 

７５ 
久留米特別支援学校の 

センター的役割の充実 

各学校の校内研修会に対する久留米特別支援

学校の教職員の派遣や教育相談への対応な

ど、久留米特別支援学校が地域の特別支援教

育の中核として機能するセンター的役割の充

実を進めます。 

教育部 

 学校教育課 

７６ 

スクール・カウンセラ

ー及びスクールソーシ

ャルワーカーの活用 

スクール・カウンセラー及びスクールソーシ

ャルワーカーの人材確保及び能力向上を図

り、適切な相談支援を行えるように努めま

す。 

教育部 

 学校教育課 

７７ 

発達面で支援が必要な 

子どもについての情報 

提供と啓発 

広報紙やチラシ・パンフレットなどの媒体

や、保健・保育・教育などの各種相談事業、

講演会などを通じて、学習障害、注意欠陥多

動性障害、高機能自閉症などの発達面での支

援が必要な子どもに関する情報を提供し、障

害に対する知識の普及と理解促進を図りま

す。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

子ども未来部 

 幼児教育研究所 

教育部 

 学校教育課 

７８ 
教諭、学童保育所指導

員などへの研修の実施 

幼稚園教諭、学校教職員、学童保育所指導員

などを対象に、発達障害についての研修を実

施します。 

子ども未来部 

子ども政策課 

子ども保育課 

教育部 

 教育センター 
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基本目標 ４ 

自立して暮らし続けるために 雇用・就労 生活支援 保健・医療 

１．一般就労の促進 【重点施策】 

≪現状と課題≫ 

障害者が自立した生活を送る上で、就労し収入を得ることは重要であり、働く意欲がある障害者が

一般就労できる環境づくりが必要です。 

本市では、一般就労のための訓練や就職後の職場定着等の支援を行う就労移行支援事業所の整

備が進み、障害者(児)生活実態調査でも、就労を希望する未就労者の半数以上が何らかの形で一

般企業での就労を希望しており、一般就労に関するニーズは高い状況です。一方で、多くの人が就労に

関して様々な課題を抱えており、周囲の理解や障害に配慮した業務内容・勤務時間であることなど、働

きやすい環境整備を望んでいます。さらに、就労者の多くが、収入の少なさや体調不良時の休暇取得の

難しさ、人間関係やコミュニケーションの難しさなどの悩みを抱えている状況です。 

こうした就労に係る課題や悩みを改善・解決し、障害者が一般就労し続けられる環境をつくるために

は、企業・事業所の理解・協力が不可欠です。そのため、企業や事業所に対し、雇用における合理的

配慮の概念等の周知を図るとともに、障害者や企業・事業所に対し、就労や雇い入れに向けたきめ細

やかな支援が必要となります。 

また、就労しても様々な理由で離職する人も多いため、就労している障害者の生活面の課題の把握

や助言、就労先の企業や関係機関等との連絡調整など、一般企業で就労している障害者の課題解

決に向けた支援を行います。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の一般就労への移行と職場定着の支援に取り組みます。 

◆企業・事業所に対して、障害者雇用に対する理解促進を図るとともに、市の業務委託等の機会を活

用して、障害者の就労機会の提供に努めます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）一般就労への移行等 

○就労移行支援事業や、就労定着支援事業、障害者就業支援等により、障害者の一般就労と職

場定着支援に取り組みます。 

○企業・事業所に対する関連法制度等の情報提供や雇用優良事業所の表彰等により、障害者雇用

に対する理解促進を図ります。 

○市が行う業務委託や入札、企業誘致等の機会を活用して、障害者の就労機会の提供に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

７９ 
就労移行支援事業の 

推進 

一般就労を目指して訓練を行う場として事業

所と連携して就労移行支援事業の基盤整備を

図るとともに、就労支援事業所での就業・生

活支援センターやジョブコーチなどの活用を

促進します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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８０ 
就労定着支援事業の 

推進 

就労移行支援事業や就労継続支援事業等を通

じて一般就労した障害者が就労を継続できる

よう、事業所と連携して就労定着支援事業の

基盤整備を図るとともに、事業所の安定運営

のための支援に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

８１ 
就労選択支援事業の推

進 

障害者本人が就労先・働き方についてより良

い選択ができるよう、就労アセスメントの手

法を活用して、本人の希望、就労能力や適性

等に合った選択を支援する就労選択支援を促

進します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

８２ 障害者就業支援 

障害者が、地域の中で安心して働き、安定し

た生活を送るため、ハローワークや地域の就

労支援関係機関と連携し、必要な相談・支援

や面談会、受入れ企業の開拓、提携施設での

基礎訓練や企業での職場実習、就業後の定着

支援、企業向けの雇用促進セミナー等を行い

ます。 

商工観光労働部 

 労政課 

８３ 
障害者雇用に関する 

理解促進 

事業所に対して、障害者雇用に関する法令や

制度などの情報を提供し、障害者雇用に関す

る理解促進を図ります。 

商工観光労働部 

 労政課 

８４ 農福連携の推進 

農業者、農業関連団体等に対して、障害者雇

用に関する法令や制度などの情報を提供し、

障害者雇用に関する理解促進を図ります。 

農政部 

 農政課 

８５ 雇用優良事業所の表彰 

障害者を積極的に雇用している事業所等を雇

用優良事業所（障害者雇用部門）として表彰

します。また、地元企業の取り組みを周知す

ることで、他の事業所が障害者雇用に取り組

む契機となるよう、ＰＲに努めます。 

商工観光労働部 

 労政課 

８６ 
入札などでの障害者 

雇用事業所の優遇 

建設工事の入札参加資格において、障害者の

雇用状況により評点の加算を行います。 

総務部 

 契約課 

８７ 
障害者に配慮した 

職場環境の整備 

障害者に配慮した、受験環境や職場環境の整

備、職員の意識改革などに取り組みます。 

総務部 

 人事厚生課 
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２．福祉的就労の充実 

≪現状と課題≫ 

障害の特性や年齢等の事情から、一般就労が難しい障害者が、働く喜びを感じながら生きがいを持

って働けるよう、福祉的就労の場を提供することも大切です。 

本市ではここ数年、一般就労が難しい障害者の雇用の場として、就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ

型）の整備が進み、当該事業を利用して福祉的就労をする障害者も増えています。障害者(児)生活

実態調査によると、18～40 歳の障害者の３割は、就労系の障害福祉サービス事業所等を利用して

いる状況です。 

また、本市では、就労継続支援事業所や地域活動支援センター等で作成した商品について、民間

団体や行政主催のイベント等で展示・販売を行う機会を提供するなど、製品の販路拡大の支援にも取

り組んでいます。 

今後は、就労継続支援事業所が、障害者の福祉的就労の場としてより適正な運営となるよう、事

業所の経営力強化や工賃向上等に向けた取組の検討も含め、必要な助言や支援を行うことも大切で

す。 

 

≪基本方針≫ 

◆就労継続支援事業の基盤整備を進め、一般就労が難しい障害者の福祉的就労の場の確保・充

実を図ります。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）福祉的就労の場の確保 

○事業所等と連携して、就労継続支援事業の基盤整備および運営の適正化を進めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

８８ 
就労継続支援事業 

（Ａ型）の推進 

障害者の社会的雇用の場の充実を図るため、

事業所と連携して就労継続支援事業（Ａ型）

の基盤整備を進めるとともに、事業所の安定

運営のための支援に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

８９ 
就労継続支援事業 

（Ｂ型）の推進 

一般就労が困難な障害者の就労の場として、

事業所などと連携して就労継続支援事業（Ｂ

型）の基盤整備を進めるとともに、事業所の

安定運営のための支援に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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３．就労支援の充実 

≪現状と課題≫ 

障害者が仕事に就き、働き続けるためには、就労に必要な知識や技術の習得はもとより、就労も含

めた生活全般に対する総合的な支援があることが必要です。 

そのため、本市では、相談支援事業所において就労も含めた生活全般の相談支援に取り組んでいま

す。 

今後もこれらの取組を推進するとともに、就労支援を更に強化するため、学校や企業・事業所、医療

機関、行政など障害者の就労支援に係る様々な分野の関係機関の更なる連携強化を図ることが必要

です。 

また、障害者就労施設や自営で働く人の経済的自立の一助として、障害者優先調達推進法に基

づき、優先調達（購入）の推進について、積極的な取組が必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の就労及び職場定着を支援するため、就労に関する相談支援体制の充実に取り組みます。 

◆障害者の生活安定を図るため、障害者優先調達推進法に基づく優先調達を推進します。 

◆久留米市障害者地域生活支援協議会等を通じ、就労支援に係る関係機関などの連携強化を図

ります。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）就労に関する相談体制の充実 

○障害者の就労を含む生活全般の相談・支援を行う相談窓口の整備や就労支援関係機関と連携し

た障害者就業支援に取り組み、障害者の就労に関する相談の充実に努めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

９０ 障害者相談支援の実施 

障害者の暮らしの複雑化・多様化が進む中、

より専門性の高い支援として、基幹相談支援

センターによる相談支援を進めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

９１ 
障害者就業支援 

【再掲８２】 

障害者が、地域の中で安心して働き、安定し

た生活を送るため、ハローワークや地域の就

労支援関係機関と連携し、必要な相談・支援

や面談会、受入れ企業の開拓、提携施設での

基礎訓練や企業での職場実習、就業後の定着

支援、企業向けの雇用促進セミナー等を行い

ます。 

商工観光労働部 

 労政課 
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（２）障害者優先調達推進に係る取組 

○障害者就労施設等からの物品等の優先調達を推進するとともに、セルプ製品の販売支援に努めま

す。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

９２ 
障害者就労施設等から

の優先調達の推進 

市の事業に要する物品、役務について、障害

者就労施設等からの調達を推進し、障害者の

経済的基盤確立を支援します。 

総務部 

 契約課 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

全庁 

９３ 

就労系事業所が提供す

るサービス等の情報発

信支援 

福祉的就労の場の確保を推進するため、民間

団体等と連携し、就労系事業所が提供するサ

ービスや商品に関する情報発信に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

全庁 

 

（３）関係機関・企業などとの連携 

○「久留米市障害者地域生活支援協議会」での関係機関などの連携強化の一環として、障害者の

就労に係る各種関係機関や企業・事業所、学校、障害者関連事業所などの連携強化を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

９４ 就労促進に向けた検討 

「久留米市障害者地域生活支援協議会」を活

用し、就労に関する現状把握や課題整理、支

援体制の検討等を行い、障害者の就労支援の

充実を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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４．福祉人材の確保・育成 【重点施策】 

≪現状と課題≫ 

少子・高齢社会の進展等による人口減少など福祉の人材の不足が社会問題化するなか、福祉サー

ビスに対する需要の増大・多様化による質の高い福祉サービスの提供が求められることから、サービス提

供の根幹である福祉人材の確保・育成が必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆社会問題化する障害者福祉分野の人手不足に対応するため、人材の量的な確保にくわえ、質的な

向上に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）福祉人材の確保・育成 

○サービス従事者の処遇・環境整備や研修により福祉人材の確保・育成に取り組みます。 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

９５ 
サービス従事者の処遇

改善・環境整備 

障害福祉サービス等を提供する事業者に対

し、サービス従事者の処遇改善や職場環境の

改善などに努め、事業者のピアサポートを行

う人材の確保を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

９６ 
サービス事業者への障

害に関する研修の実施 

サービス事業者の障害に対する知識や対応技

術の向上を図るための研修を実施し、様々な

障害の方も安心してサービスを利用できるよ

う努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

９７ 
福祉事業所への人材確

保の支援 

合同会社説明会などにより障害福祉サービス

事業所の人材確保の支援に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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５．住まいの確保と居住支援の充実 

≪現状と課題≫ 

安心して暮らせる住まいの確保は、障害の有無に関わらず、全ての人にとって生活の基盤です。特に、

様々な生活課題を抱える障害者にとっては、重要な要素となります。 

国において、施設入所や長期入院からの地域移行が進められており、地域の受け皿としての住まいの

確保や、居住に伴う支援体制の充実が求められています。 

少子高齢化の更なる進行による障害者の高齢化や一人暮らしの増加が見込まれる中、インタビュー

調査等においても、多くの人が親亡き後の不安を感じており、グループホームなどの障害者が安心して生

活できる共同生活の場などの確保がより一層重要になっています。また、こうした生活の場の確保に関す

る相談窓口の確保等も求められます。 

しかしながら、民間賃貸住宅については、貸主や周囲の住民の障害に対する理解の不足や、病状が

急変した場合などの緊急時に対する不安等から、入居が難しい状況もあり、障害に対する理解促進や、

貸主・入居者双方が安心して賃貸契約を結べるような仕組みづくりが課題となっています。 

今後も、地域の関係団体や関係機関等と連携し、登録住宅と住宅確保要配慮者のマッチングといっ

た円滑な入居支援等による地域移行の支援や、移行後の生活継続のための相談支援等について取り

組む必要があります。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者が安心して地域で暮らし続けることができるよう、グループホーム整備等による住まいの確保と

居住支援に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）住まいの確保 

○市営住宅への優先入居や不動産業者との協力により、障害者の住まいの確保を支援します。 

○グループホーム等の共同生活の場の整備に取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

９８ 
市営住宅申し込みの 

優遇 

市営住宅入居者募集において、定期募集と重複

応募可能な別枠募集を行います。 

都市建設部 

 市営住宅課 

９９ 
不動産業者への啓発と 

連携 

障害者の住まい確保支援のため、あんしん賃貸

住宅協力店に関する周知・啓発を行うととも

に、不動産業者に対し、障害者に対する賃貸住

宅の斡旋、情報提供について、理解・協力を求

めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

100 
住宅確保要配慮者に対

する居住支援の充実 

居住支援協議会等との連携による住宅確保要配

慮者の入居支援を行うとともに、住宅セーフテ

ィネット制度等の活用促進に向けた周知を図り

ます。 

都市建設部 

 住宅政策課 

101 
居住系サービスの整備

促進 

グループホームなどの計画的な整備を図りま

す。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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（２）居住支援の充実 

○住宅入居等支援（居住サポート）事業により、障害者の一般住宅への入居や地域生活継続の支

援を行います。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

102 

住宅入居等支援（居住

サポート）事業の実施 

（相談支援強化事業） 

地域生活支援事業「相談支援事業」の強化事業

として、基幹相談支援センターによる相談支援

を進めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

（３）福祉施設入所者の地域生活への移行 

○地域生活を希望する障害者が、地域で暮らすことができるよう、地域移行支援サービス等を行います。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

103 
精神障害者の地域移行 

支援 

医療機関やサービス事業者、その他関係機関と

連携して退院可能な精神障害者の退院促進に努

めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

104 

精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム

構築推進事業 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの

構築を進めるにあたっての調整等を行う協議の

場を整備・推進します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

保健所保健予防課 

 

（４）地域生活支援の充実 

○障害児・者の在宅生活を支援するため、地域生活支援拠点に求められる機能の整備を進めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

105 
地域生活支援拠点 

の整備 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据

え、相談、体験の機会、緊急時の対応等の必要

な機能を備えた地域生活支援拠点等（拠点又は

面的な整備）の機能の整備を進めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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６．在宅福祉サービスなどの充実 

≪現状と課題≫ 

障害者の地域での生活を支える上で、在宅福祉サービスは重要な役割を担っています。 

障害者(児)生活実態調査によると、障害者総合支援法による福祉サービス（又は児童福祉法に

よる障害児支援）の利用状況は、全体の 24.5％が「利用している」と回答していますが、知的障害者

では 59.3％と高い割合を占めています。 

一方で、依然として障害者の日常の介助や身の回りの支援は、配偶者や親といった家族が主に担っ

ている状況にあり、また介助者の高齢化も進んでいることから、家族による介助の負担軽減も課題となっ

ています。そのため、短期入所事業や日中一時支援事業等の家族の介助負担を緩和・軽減するため

の取組の充実が必要です。さらに、障害者の高齢化や障害の重度化・重複化等の状況も見据えつつ、

障害の状態が重く、手厚い支援を要する重症心身障害児（者）や強度行動障害のある人など、

様々な障害特性や多様なニーズを考慮し、生活に必要な支援・サービスの提供に取り組んでいくことが

重要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の地域での自立生活を支えるため、日常生活の支援や介助に必要な各種在宅福祉サービ

スの充実を図ります。 

◆障害者を介助する家族の負担緩和・軽減のための支援（レスパイトケア）や重症心身障害児

（者）に対する支援の充実を図ります 

 

≪施策の方向≫ 

（１）日常生活の支援や介助サービスの充実 

○生活支援や介助サービスをはじめとした各種障害福祉サービスが適正に提供されるよう、サービス事

業者（福祉事業所）への指導・監査を行います。 

○障害者の日常生活支援や介助のための訪問系サービスなどの充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

106 
福祉事業所の適正運用 

の推進 

福祉事業所に対して、実地指導、監査を実施

し、適正な運営の確保を図ります。また、新規

事業所の設置についても、関係法令等の規定に

基づき、適正なものとなるよう努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

107 訪問系サービスの充実 
在宅生活を支える訪問系サービスの質・量両面

での充実を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

108 

重度身体障害児・者 

訪問入浴サービス事業 

の推進 

重度身体障害児・者訪問入浴サービスを推進し

ます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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番号 施策名称 施策内容 所管部署 

109 
共生型サービスの円滑 

な事業の推進 

障害児者と高齢者がデイサービスなどのサービ

スを、同一の事業所で受けやすくするための制

度について、普及・啓発を図り、円滑な制度の

推進に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 介護保険課 

110 日常生活用具の給付 
在宅の障害者・児に対し、日常生活の便宜を図

るための用具を給付します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

111 
久留米市社会福祉協議 

会実施事業の周知 

久留米市社会福祉協議会と連携して、福祉器具

貸出や生活福祉資金貸付事業などの周知と利用

促進に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

（２）レスパイトケアなどの充実 

○家族介助者の負担緩和や軽減のため、日中一時支援事業などのレスパイトケアの充実を図ります。 

○重症心身障害児（者）に対する相談支援体制や短期入所などのサービスの充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

112 

重症心身障害児者の地

域生活を支援する相談

支援体制の充実・強化 

医療・福祉部門等の連携のもと重症心身障害児

者の地域生活移行・定着等を支援するための相

談支援体制の充実・強化を推進します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

113 レスパイトケアの充実 
「短期入所」「日中一時支援事業」に取り組

み、レスパイトケアの充実を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

114 

重症心身障害児者など

の日中活動及び短期入

所の場の確保 

医療的ケアを要する障害児者の日中活動及び短

期入所の場の設置について、医療機関等関係機

関と連携・協力しながら、整備に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

115 在宅レスパイト事業 

自宅に訪問看護事業所から看護師等を派遣し、

介護者である家族が行っている医療的ケア等を

代替し、重症心身障害児（者）の健康の保持と

家族の介護に係る負担の軽減を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

（３）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

○障害福祉サービス等の質の向上を図るため、福祉事業所の適正運用の推進に取り組みます。 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

116 
福祉事業所の適正運用 

の推進【再掲１０６】 

福祉事業所に対して、実地指導、監査を実施

し、適正な運営の確保を図ります。また、新規

事業所の設置についても、関係法令等の規定に

基づき、適正なものとなるよう努めていきま

す。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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７．外出支援の充実   

≪現状と課題≫ 

地域生活を送る上で、買い物や通勤・通学、通院・通所、余暇活動のための外出活動は必要不可

欠なものです。 

障害者(児)生活実態調査によると、身体障害者や精神障害者の約半数、知的障害者の 8 割弱

が、外出にあたっては何らかの支援の必要性を感じており、約 6 割の人が家族からの付き添いを受けて

いる状況です。 

また、外出に際しての困りごとも、身体障害者では施設の段差や、電車、バス等の乗り降り、障害者

用駐車場・トイレの不足といったハード面が、知的障害者や精神障害者では人の目やコミュニケーション、

交通費負担などが上位となっており、障害種別により多岐に渡っています。 

このような障害者のニーズを踏まえて、外出支援サービスの量的な充実に向けた取組を進めることが

必要です。 

さらに、公共交通機関やタクシー、自家用車などを利用して外出する人も多いため、それらに係る費

用負担の軽減や、外出先に関するバリアフリー情報の提供など、総合的な外出支援策が求められてい

ます。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の自立と社会参加支援の一環として、移動支援事業をはじめとした外出支援に係る施策の

充実を図ります。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）外出支援サービスの充実 

①外出支援サービスの充実 

○移動支援事業やタクシー料金の助成などにより、障害者の外出を支援します。 

○障害者の外出に役立つ情報の提供や外出しやすい環境づくりに努めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

117 外出支援の実施 

事業所と連携し、「移動支援事業」「同行援

護事業」「行動援護事業」に取り組み、外出

支援の充実を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

118 
タクシー基本料金援助 

事業の実施 

在宅の重度障害者に対して、福祉タクシー券

を交付します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

119 
身体障害者自動車購入 

・改造補助事業の実施 

障害者が自分で運転する車を障害にあわせて

改造（購入）する場合、または介護者が車椅

子運搬用に車を改造（購入）する場合に、そ

の費用の一部を助成します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

120 
障害者自動車免許取得 

助成事業の実施 

障害者が、就業等のため運転免許を取得する

場合、その費用の一部を助成します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

121 
外出支援情報の提供の 

充実 

障害者が外出時に必要なバリアフリー情報等

を整備提供します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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番号 施策名称 施策内容 所管部署 

122 生活支援交通の確保 

移動が困難な障害者等が、日々の買い物や通

院等を行えるよう、地域ニーズに応じた生活

支援交通を導入し、移動手段の確保に努めま

す。 

都市建設部 

 交通政策課 

123 
外出支援のあり方の 

検討 

障害者のニーズを把握し、障害者への 

外出支援の在り方について多方面から 

の検討を行います。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

全庁 
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８．経済的支援の充実   

≪現状と課題≫ 

障害者やその家族の中には、障害や介助等により就労できず、生活に必要な収入を十分に得ること

ができない人もいます。 

障害者(児)生活実態調査によると、地域で生活するために必要な条件として「生活するのに十分な

収入があること」が第 1 位にあがっており、市が重点的に進めるべきこととしても「年金や手当の充実」が

1 位、「医療費の助成」が４位にあがるなど、生活費の確保や経済的負担軽減を重視する人が多い状

況です。そのため、各種年金や手当、貸付や助成制度等の周知等により、障害者の生活の安定を図

ることが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者が地域で自立して生活できるよう、国・県等と連携し、経済的負担の軽減に努めます 

 

≪施策の方向≫ 

（１）経済的支援の推進 

○諸手当や生活福祉資金の貸付等の周知に努めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

124 手当制度の確実な適用 
特別障害者手当などの制度の周知に努め、対

象となる方への確実な適用を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

125 
年金制度、生活福祉 

資金貸付事業の周知 

ハンドブック等により、'障害基礎年金や久留

米市社会福祉協議会が行う「生活福祉資金貸

付事業」などの周知に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

126 
生活困窮者自立相談 

支援事業の実施 

「久留米市生活自立支援センター」を設置

し、相談支援員が相談を受け、支援計画に基

づき支援対象者に寄り添いながら既存の支援

制度やフォーマル・インフォーマルな支援を

活用し、自立に向けた支援を実施します。包

括的・個別的支援の出発点であり、早期的・

継続的支援を成り立たせる支援の中核を担い

ます。 

健康福祉部 

 生活支援第 2 課 
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９．相談支援体制の充実 

≪現状と課題≫ 

障害者が地域で安心して暮らし続けるためには、生活上の困りごとなどを気軽に相談し、解決できる

場があることが大切です。また、現在はヤングケアラーや８０５０問題など、複合的な要因に基づく問題

も多く、専門性の向上や、関係機関との連携も必要となっています。 

障害者(児)生活実態調査によると、生活の困りごとの相談先としては「家族や親族」が 1 位、相談

時の困りごととしては「どこに相談をしてよいか分からない」が 1位となっています。 

本市では、この相談支援に対する高いニーズに対応するため、市内 4 ヵ所で基幹相談支援センター

を設置し、様々な相談への対応を行っているほか、相談支援事業所をはじめ各種相談機関等との連

携強化も図っているところです。 

今後も、障害者がより安心して地域生活を送ることができるよう、相談支援体制の更なる充実を図っ

ていく必要があります。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者からの様々な相談に適切に対応するため、相談支援体制の充実を図ります。  

 

≪施策の方向≫ 

（１）相談支援体制の充実・強化 

○基幹相談支援センターなど、相談支援体制の充実に取り組みます。 

○「久留米市障害者地域生活支援協議会」を中心に、よりよい相談支援のあり方などを協議するとと

もに、相談員への研修や情報提供等を行い、相談員の充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

127 
障害者相談支援の実施 

【再掲９０】 

障害者の暮らしの複雑化・多様化が進む中、よ

り専門性の高い支援として、基幹相談支援セン

ターによる相談支援を進めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

128 
地域生活支援協議会の 

運営 

「久留米市障害者地域生活支援協議会」を中心

に、地域の障害者に関する相談支援体制の充実

強化を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

129 
多機関協働による支援

（多機関協働事業） 

複合化・複雑化した支援ニーズに対応できるよ

う、支援関係機関の連携を強化します。また、

地域住民、市民活動団体等のインフォーマルな

取組みと協働した支援体制の構築を推進しま

す。 

健康福祉部 

地域福祉課 

130 

必要な支援が届いてい

ない人への支援（アウ

トリーチ事業） 

複合化・複雑化した課題を抱えている人や潜在

的なニーズを抱える人など、必要な支援が届い

ていない人に対し、時間をかけた丁寧な働きか

けを行い、継続的に関係性をつくり支援につな

げます。 

健康福祉部 

地域福祉課 
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（２）多様な相談窓口の充実 

○障害者相談員を地域に配置し、身近な地域で障害者からの相談に対応します。 

○障害者の生活に係る様々な分野で障害者に配慮した相談対応ができるよう、障害福祉分野以外

の各種相談機関等との連携強化を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

131 障害者相談員の配置 

身体・知的障害者相談員を地域に配置し、地域

及び市民センター等で障害者からの相談に対応

します。また、相談員の資質向上のため、相談

員などに対する研修を実施します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

132 
各種相談機関の連携 

強化 

女性・子ども・高齢者・生活困窮者・就労・消

費等の各種相談機関や、地域活動団体、医療機

関等との連携強化を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

133 

生活支援コーディネー

ターの配置と活動の充

実 

在宅生活を続けていくことができるよう、生活

支援コーディネーターを配置し、地域住民組織

を中心として各種団体、事業者等、多様な主体

が協力して、生活支援を重層的に提供する支え

合いの仕組みづくりを行います。 

健康福祉部 

 地域福祉課 

 

10．精神保健事業など保健サービスの充実   

≪現状と課題≫ 

本市では、５ヵ所の保健センターを拠点として、健康づくりに関する啓発や健康教育、健康相談、検

診（健診）などを実施しています。今後もこれらの保健事業を中心に、障害者を含む市民の疾病予

防・早期発見などの健康づくりを支援していくことが必要です。 

また、家庭・学校・仕事などの日々の生活の中でのストレスや様々な悩みを要因とするこころの病を抱

える人が増加しています。そのため、学校や企業、市民団体や地域などと連携して、こころの健康づくりに

関する取組を進めることも大切です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害の原因となる疾病などの予防や早期発見に加え、障害の有無に関らず、可能な限り健康で自

分らしく生活できるよう各種保健事業を推進し、市民の心身の健康づくりを支援します。 

◆精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。 
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≪施策の方向≫ 

（１）保健事業の充実 

○各種健診などの保健事業を推進し、障害の早期発見と健診後の支援体制の充実を図ります。 

○保健センターの活用により、市民の健康づくりに関する相談・支援体制の充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

134 
健診後の支援体制の 

充実【再掲５４】 

乳幼児期の疾病などを早期に発見･支援するた

めに、4 ヶ月・10 ヶ月・1 歳 6 ヶ月・3 歳

児の健康診査を継続して行い、健診の結果、

専門的な援助が必要と思われる乳幼児につい

ては、気になるお子さん相談、ことばの相

談、ママパパきもち楽々相談会への案内や、

幼児教育研究所や学校教育などの関係機関・

部署に紹介するなど、必要な指導・支援を行

います。健診後の支援をより充実するため、

保健師と保育士、臨床心理士などの専門職と

の連携強化を図ります。 

子ども未来部 

 こども子育て 

サポートセンター 

135 
障害者歯科健診補助 

事業 

久留米歯科医師会と連携して、障害者に対す

る歯科検診を推進し、障害者の口腔衛生の向

上を図ります。 

健康福祉部 

 保健所健康推進課 

136 保健センターの活用 

保健センターを拠点として、市民の健康づく

り及び保健の向上に関する施策を推進すると

ともに、市民の主体的な健康づくりの支援や

相談・支援体制の充実を図ります。 

健康福祉部 

 保健所地域保健課 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

○関係機関と連携して、心の健康づくりや自殺予防、精神障害などに関する啓発・広報に取り組みま

す。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

137 

精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム

構築推進事業【再掲１

０４】 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築を進めるにあたっての調整等を行う協

議の場を整備・推進します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

保健所保健予防課 

138 
入院者訪問支援事業等

の推進 

精神保健福祉法の改正に伴い、医療保護入院

等における入院者訪問支援事業の推進を図り

ます。 

健康福祉部 

 保健所保健予防課 

139 
精神障害などに関する 

啓発・広報の推進 

学校・企業などと連携した講演会などの実施

や、パンフレット・広報紙などにより、ここ

ろの健康づくりや自殺予防、精神障害などに

ついての普及啓発に努めます。 

健康福祉部 

 保健所保健予防課 
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11．医療サービスの充実   

≪現状と課題≫ 

障害者が地域で安心して暮らす上では、医療とのつながりは不可欠です。 

障害者(児)生活実態調査によると、地域で生活するために必要な条件の第２位に「主治医のいる

医療機関が近くにあること」があがっているほか、市が重点的に進めるべきこととして「医療費の助成」が４

位にあがっており、医療サービスに対する障害者のニーズが高い状況です。この傾向は特に精神障害者

や難病患者で顕著です。 

そのため、自立支援医療や重度障害者医療制度等の公費負担制度、難病患者に対する医療費

助成制度等を広く周知し、必要としている人が適切に医療サービスを利用できるよう支援することが大

切です。 

また、地域の医療機関と連携して必要なサービスが受けられる環境整備に取り組むことも必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者が適切な医療サービスを受けられるよう、関連情報の提供などの支援に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）適切な医療サービスの提供 

○医療費の負担軽減に係る制度等の周知に努めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

140 

自立支援医療、 

重度障害者医療制度の 

確実な適用 

ハンドブックやホームページ等により、自立

支援医療や重度障害者医療制度などの医療費

公費負担制度の周知に努め、対象となる方へ

の確実な適用を図ります。 

健康福祉部 

医療・年金課 

障害者福祉課 

141 
難病医療費助成制度の 

周知 

広報紙などにより、難病医療費助成制度の周

知に努めます。 

健康福祉部 

 保健所健康推進課 
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基本目標 ５  

生きがいを持って支え合いにより自分らしく生きるために 

日中活動 社会活動 

１．日中活動の促進 

≪現状と課題≫ 

障害者が地域の中でともに生活していくためには、様々な日中活動の場に自分の意思で参加できる

環境整備が必要です。 

本市では、日中活動系サービスの提供により、障害者の地域生活の支援に取り組んでいるほか、地

域活動支援センターや精神障害者の交流の場としてのオープンスペースの運営を支援し、日中活動の

確保や当事者同士の交流の場、仲間づくりの場の確保に取り組んでいます。 

また、平成 30 年度（2018 年度）の制度改正に伴い、障害者も高齢者向けの介護保険事業

所のデイサービス等を利用できるようになる共生型サービスが始まっており、日中活動の場について、選択

する幅が広がっています。 

今後も、障害者の現状やニーズ等を把握しながら、地域での日中活動の場を拡大していくことが必要

です。 

 

≪基本方針≫ 

◆多様な日中活動の選択肢を確保するため、介護給付、訓練等給付などの日中活動系サービスの充

実を図ります。 

◆障害者の日中活動や交流、仲間づくりの場として、地域活動支援センターやオープンスペースでの活

動促進に取り組みます。 

≪施策の方向≫ 

（１）日中活動系サービスの整備 

○日中活動系サービスや重症心身障害児（者）の短期入所などの充実を図ります。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

142 
日中活動系サービスの 

充実 

事業所や地域活動支援センターなどと連携して、

障害者総合支援法の日中活動系サービスの基盤整

備を進めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

143 

共生型サービスの 

円滑な事業の推進 

【再掲１０９】 

障害児者と高齢者がデイサービスなどのサービス

を、同一の事業所でけやすくするための制度につ

いて、普及・啓発を図り、円滑な制度の推進に努

めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 介護保険課 

144 

重症心身障害児者など

の日中活動及び短期入

所の場の確保 

【再掲１１４】 

医療的ケアを要する障害児者の日中活動及び短期

入所の場の設置について、医療機関等関係機関と

連携・協力しながら、整備に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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（２）地域活動支援センターなどの充実 

○地域活動支援センター（Ⅰ型・Ⅲ型）やオープンスペースなど、多様な日中活動の場の確保と活動

促進に取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

145 
地域活動支援センター 

（Ⅰ型）の運営支援 

障害者の日中活動の場及び地域の支援ネット

ワークの中核として、地域活動支援センター

を運営します。また、障害者理解の促進、地

域住民ボランティア養成についても取り組み

ます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

146 
地域活動支援センター 

（Ⅲ型）への支援 

地域に根ざした多様性のある日中活動の場と

して、地域バランスや個別給付事業所の整備

状況等も考慮しながら、運営への支援を行い

ます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

147 
オープンスペースなど 

への支援 

精神障害者などの仲間づくり・交流の場であ

るオープンスペースの設置を推進します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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２．スポーツ・文化芸術活動への参加促進 

≪現状と課題≫ 

スポーツ・文化芸術活動は、障害者の心と体を豊かにし、自分らしさや生きがいへとつながる大切な余

暇活動です。また、障害の有無に関わらず、多くの市民とともに参加することで、障害者への理解を深め

る機会にもなります。 

一方で、障害者(児)生活実態調査によると、健康面や体力面での難しさ、情報や仲間の不足・不

在、コミュニケーションの難しさなど、活動への参加に対する課題も多い状況です。 

こうした中、誰もが参加できるニュースポーツとして障害者スポーツが注目されており、障害者との交流

や理解を深める好機となっています。今後は、障害者が地域でスポーツや文化芸術活動に参加し、生

活を楽しむことができる環境づくりを進めることが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者がスポーツ・文化芸術活動を楽しめるよう、障害者の利用や参加に配慮した仕組みや環境づ

くりに取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）スポーツ活動の促進 

○障害者のためのスポーツ大会などのスポーツ活動の場・機会の提供に取り組みます。 

○障害者スポーツの指導者育成などにより、障害者のスポーツ活動への参加を促進します。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

148 
ふれあいスポーツ大会 

の開催への支援 

障害者のスポーツを広めるため、当事者団体等

と協力して、障害者ふれあいスポーツ大会を実

施します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

149 
障害者スポーツの 

競技者支援 

福岡県障がい者スポーツ協会や桜花台クラブを

はじめとする総合型地域スポーツクラブ及び各

種競技団体と連携して、障害者スポーツの普

及・促進に努め、未来のパラアスリートを発掘

します。 

市民文化部 

 体育スポーツ課 

150 
障害者スポーツ関連 

情報の提供 

障害者スポーツに関する市民理解を深めるとと

もに、参加意欲の増進のため、障害者と健常者

が共に楽しめるスポーツ教室など、障害者スポ

ーツに関する情報の収集及び提供等に努めま

す。 

市民文化部 

 体育スポーツ課 
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（２）文化芸術活動の促進 

○イベント等への参加を促し、障害者の文化芸術活動などの場・機会の提供に取り組みます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

151 
国内外イベント等への 

参加促進 

各イベントにおいて、情報発信やバリアフリー

に努めるなど、障害者の参加を促進します。 
全庁 

152 

障害者の文化芸術・余

暇・レクリエーション

活動の促進 

施設の利用料の割引など、障害者の余暇活動を

促進する制度の周知に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

 

３．社会教育の充実 

≪現状と課題≫ 

障害の有無に関わらず、学校での教育だけでなく、生涯を通じて社会の中で様々なことを学ぶことは

重要であり、学びの場や機会が提供されることが大切です。 

本市では、生涯学習センター等において障害者を含めたあらゆる世代の市民向けの学習講座を開

催するほか、地域で行われる生涯学習の場に参加しやすい環境づくりとして、校区コミュニティセンターな

どのバリアフリー化、学習会などへの手話通訳派遣などに取り組んでいます。 

今後も、ニーズを把握しながら、障害者が地域の中で生涯学習等に参加しやすい環境づくりに取り組

むことが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の社会教育を推進するため、生涯学習等に参加しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）生涯学習の推進 

○地域での生涯学習活動を推進するとともに、障害者がこれらの活動に参加できるよう、情報提供や

受入れのための配慮に努めます。 

○関連施設の利用料割引制度の周知などにより、障害者の文化活動への参加を促進します。 

○生涯学習センターや図書館などの生涯学習に係る施設において、障害者の利用に配慮した環境や

備品等の整備に取り組みます。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

153 

生涯学習センターなど

で実施する主催講座な

どの充実 

生涯学習センターなどで実施する障害者を含

めたあらゆる世代の市民のための講座の充実

を図ります。 

市民文化部 

 生涯学習推進課 

154 
チャレンジ土曜塾の 

実施 

校区コミュニティセンターを中心として行わ

れている「チャレンジ子ども土曜塾」につい

ては、各校区社会教育団体と連携して、企

画・運営面や諸活動について支援を行い、支

援が必要な児童の受け入れを促進します。ま

た、ニュースポーツなど誰もが参加しやすい

活動を取り入れるほか、情報交換会の開催を

促進します。 

市民文化部 

 生涯学習推進課 

155 

校区コミュニティセン

ターでの委嘱学級にお

ける手話通訳の実施 

校区コミュニティセンターでの委嘱学級にお

いて、学級生募集の際には、館報やチラシな

どで手話通訳についてＰＲするよう指導する

とともに、これらの経費の補助を行います。 

市民文化部 

 生涯学習推進課 

156 
点字・録音図書資料の 

整備充実 

図書館での録音図書・点字図書を充実すると

ともに、利用者のニーズに応えられるように

音訳・点訳ボランティアの技術向上のため研

修を行います。利用者からのリクエストの割

合を製作図書数に反映させると伴に、プライ

ベートサービスの充実に努めます。 

市民文化部 

 中央図書館 

 

（２）社会教育施設などのバリアフリー化 

○校区コミュニティセンター等について、障害者に配慮した施設・設備の充実に努めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

157 
校区コミュニティセン

ター建築費助成 

校区コミュニティセンター等が障害者にとっ

て利用しやすい施設となるよう、建築・改修

に係る費用などの一部を助成します。 

協働推進部 

 地域コミュニティ課 
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４．地域活動や国内外交流の促進  

≪現状と課題≫ 

共生社会の実現のためには、同じ地域に住む人同士が、障害の有無に関係なく、お互いを理解・尊

重し合いながら、さまざまな活動に参画していくことが大切です。しかしながら、障害者(児)生活実態調

査によると、障害者の約 7 割は地域活動に参加しておらず、その主な理由として「健康や体力に自信

がない」「どのような活動が行われているか知らない」「一緒に活動する友人・仲間がいない」「コミュニケー

ションが難しい」といった課題が上位にあがっています。 

こうした課題を克服するためには、障害者は特別な存在ではなく、共に地域社会を構成し支え合う住

民同士として、多くの機会をとらえて交流を図り、お互いに理解を深め合うことが必要です。 

また本市では、障害者と国内外の様々な人との交流の機会づくりの一環として、各種イベントへの障

害者の参加促進を図っており、今後も企画内容や環境整備などの配慮を行いながら、継続していく必

要があります。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者が地域の様々な活動へ参画し、多くの人と交流できるよう、活動参加の機会づくりや参加しや

すい環境整備に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）地域活動などへの参加促進 

○障害者が地域活動に参加できるよう、地域活動に係る情報提供や、地域関係者などに対する理解

促進に取り組みます。 

○審議会等への登用など、まちづくりへの障害者の参画や意見提案の機会確保に努めます。 

○障害者や家族などの当事者団体を育成・支援します。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

158 
地域活動への啓発 

・支援 

障害の有無に関係なく、市民誰もが地域行事

に参加できるよう、地域コミュニティ組織へ

の情報提供や地域活動への支援などを行うと

ともに、地域行事への参加に関する理解が進

むよう、校区コミュニティ組織への研修等を

実施し、校区まちづくり連絡協議会と協力・

連携しながら、啓発に努めます。 

協働推進部 

 地域コミュニティ課 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

159 
審議会・委員会などへ

の登用の促進 

障害者に関係のある施策を協議する審議会な

どへの障害者の登用を図ります。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

160 障害者団体への支援 
障害者団体へ各種活動支援と各種事業実施へ

の補助などを行います。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

161 
協議体（支え合い推進 

会議）の設置 

地域の現状把握や課題整理、地域ニーズと活

動とのマッチング等を行う「協議体（支え合

い推進会議）」を設置し、地域における支え合

いの仕組みづくりに努めます。 

健康福祉部 

 地域福祉課 
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162 

社会とのつながりづく

りに向けた支援（参加

支援事業） 

既存の社会参加に向けた事業では対応できな

いニーズや課題を抱える本人やその世帯に対

し、地域の社会資源や支援メニューとのコー

ディネート、支援メニューの創出、そのため

の環境整備など、社会とのつながりづくりに

向けた支援を行います。 

地域福祉課 

 

（２）国内外での交流の促進 

○国内外の交流イベントにおいて、障害者が参加しやすい環境づくりと参加促進に努めます。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

163 国内交流事業の促進 
各種交流イベントへの障害者の参加を促進し

ます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

164 

国内外イベント等への 

参加促進 

【再掲１５１】 

各イベントにおいて、情報発信やバリアフリ

ーに努めるなど、障害者の参加を促進しま

す。 

全庁 
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５．インフォーマルな活動の促進と重層的支援の推進 【重点施策】 

≪現状と課題≫ 

障害者が安心して地域で暮らし続けるためには、障害福祉サービスなどの公的な支援だけでなく、市

民や市民活動団体等のインフォーマルな活動とも協働した重層的な支援体制を整えていくことが必要で

す。 

本市では、これまで市民活動サポートセンターを中心に、様々な分野の市民活動やボランティア活動

の支援、手話通訳員や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成などに取り組んできました。 

今後も市民活動サポートセンターや久留米市社会福祉協議会など関係団体と連携を図りながら、

市民活動、ボランティア育成・支援に取り組むとともに、インフォーマルな活動と協働した重層的な支援を

推進します。 

 

≪基本方針≫ 

◆障害者の生活を地域で支える福祉ボランティアの育成・支援に取り組むとともに、市民及び関係団体

などと連携・協働した重層的支援を推進します。 

 

≪施策の方向≫ 

（１）インフォーマルな活動の促進と重層的支援の推進 

○福祉ボランティアを含む市民活動支援のため、市民活動サポートセンターでの相談・支援や市民活動

保険への加入を継続していきます。 

○久留米市社会福祉協議会などの関係機関と連携して福祉ボランティアの育成に努めるとともに、地

域活動支援センターにおいてもボランティア養成に取り組みます。 

○インフォーマルな活動とも協働した重層的な支援を推進します。 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策名称 施策内容 所管部署 

165 
障害者分野のボラン 

ティア活動の促進 

NPO やボランティア等の各種講座やイベント

を行い、障害者福祉分野のボランティア活動の

促進、活動団体の育成に努めます。 

協働推進部 

 協働推進課 

166 

久留米市社会福祉協議

会など関係機関との連

携 

久留米市社会福祉協議会や久留米市ボランティ

ア連絡協議会などと連携して、福祉ボランティ

アの育成に努めます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

167 
手話通訳者・要約筆記

者養成講座の実施 

手話通訳者・要約筆記者養成を目的とした講習

会を実施します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 
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番号 施策名称 施策内容 所管部署 

168 
盲ろう者向け通訳・ 

介助員養成講座の実施 

関係機関と連携し、盲ろう者向け通訳・介助員

養成講座を実施します。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

169 
音訳・点訳ボランティ

ア養成講座の実施 

音訳・点訳ボランティア養成講座を実施し、点

字・録音図書資料の整備充実を図ります。 

市民文化部 

 中央図書館 

170 

地域活動支援センター 

（Ⅰ型）の運営支援 

【再掲１４５】 

障害者の日中活動の場及び地域の支援ネットワ

ークの中核として、地域活動支援センターを運

営します。また、障害者理解の促進、地域住民

ボランティア養成についても取り組みます。 

健康福祉部 

 障害者福祉課 

171 

多機関協働による支援

（多機関協働事業） 

【再掲１２９】 

複合化・複雑化した支援ニーズに対応できるよ

う、支援関係機関の連携を強化します。また、

地域住民、市民活動団体等のインフォーマルな

取組みと協働した支援体制の構築を推進しま

す。 

健康福祉部 

地域福祉課 

 


